
明
代
前
期
北
京
の
官
庖
場
房
と
一
商
税

新

宮

(
佐
藤
)

皐

は

じ

め

に

一
明
初
の
官
庖
場
房

ー

設

置

意

図

2

設

置

位

置

3

運

営

と

監

督

二

官

庖
場
房
と
商
税
徴
枚
官
擦
と
の
関
係

-

枚

税

則

例

2

官
庖
場
房
に
お
け
る
筒
税
徴
枚

三
身
分
的
特
権
者
に
よ
る
私
有
の
進
展

-

官
庖
場
房
の
賜
奥

2

客
庖
場
房
の
私
創

結
び
に
か
え
て

- 55ー

tま

じ

め

55 

明
代
の
「
官
庖
」
「
場
房
」
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
重
男
氏
に
よ
る
「
明
代
の
倉
庫
業
に
就
い
て
」
を
先
騒
的
業
績
と
し
て
奉
げ
る
こ
と
が

(
1〉

(

2

)

で
き
る
。
氏
の
研
究
は
、
加
藤
繁
氏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
唐
宋
時
代
の
倉
庫
業
研
究
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
明
代
の
場
房
・
官
庖
の
本
質
を
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倉
庫
業
と
し
て
捉
え
、

一商
業
組
織
の
一
つ
と
し
て
の
倉
庫
業
の
瑳
達
と
い
う
視
貼
か
ら
跡
.つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
民
聞
の
倉
庫
業
の
牧
盆
性
に

着
目
し
て
、
園
家
が
設
置
し
た
明
代
の
官
業
倉
庫
と
し
て
の
官
庖
・
場
房

・「
皇
后
」
は
、
そ
の
牧
入
が
宮
廷
や
王
府
の
財
政
に
充
て
ら
れ
る

な
ど
、
政
治
・
吐
舎
・
経
済
上
に
大
き
な
一意
義
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
氏
も
、
明
初
一商
税
官
聴
が
ま
だ
整
備
さ
れ
て

い
な
い
段
階
で
、
官
庖
が
一商一
税
徴
牧
事
務
を
粂
務
す
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
や
、
中
期
以
後
に
は
問
屋
業
を
も
行
な
う
に
至

っ
た
こ
と
も
同
時

(

3

)

 

に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
官
庖
の
本
来
の
業
務
を
官
替
の
倉
庫
業
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
官
庖
に
お
け
る
一商一
税
徴
牧
の
事
買
に
射
し
て
は
そ

れ
ほ
ど
注
意
を
梯
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
官
庖
と
商
税
徴
牧
街
門
と
の
関
係
や
仲
買
問
屋
業
務
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
論
及
す
べ
き
問
題

が
未
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
北
京
の
官
匝
は
、
設
立
以
来
一

貫
し
て
崇
文
門
宣
謀
分
司
を
は
じ
め
と
す
る
一商
税
官
鹿
と
密

接
な
関
係
を
持

っ
て
お
り
、
北
京
を
め
ぐ
る
商
品
流
通
と
同
時
に
一商
税
徴
欣
に
と

っ
て
も
不
可
依
の
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
射
し
中
園
に
お
い
て
は
、
許
大
齢
氏
が
明
代
北
京
の
経
済
生
活
を
考
察
し
た
中
で
、
客
一
商
の
た
め
の
施
設
と
し
て
北
京
域
内
外
や
通

州
に
設
け
ら
れ
た
客
庖
と
場
房
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、

〈

4
)

る
「
貸
桟
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
八

0
年
代
に
入

っ
て
は
、
主
に
外
戚

・
功
臣

・
王
府
な
ど
身
分
的
特
権
層
研
究
の
立
場
か
ら
彼

(
5
)
 

ら
の
経
済
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
荘
回
と
並
ん
で
官
庖
に

つ
い
て
も
数
多
く
の
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
外
戚

・
功
臣
な

前
者
を
客
一両
を
宿
泊
さ
せ
貰
買
の
斡
旋
を
行
な
う

「
牙
賠
」、

後
者
を
商
品
を
牧
納
す

- 56一

ど
特
権
貴
族
や
宗
室
に
よ
る
一商
業
牧
奪
の
面
に
閲
心
が
向
け
ら
れ
、
官
屈
の
存
在
を
明
末
社
舎
に
出
現
す
る
資
本
主
義
萌
芽
を

つ
み
と
る
マ

イ

ナ
ス
要
因
の
一
つ
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る。

し
か
し
官
庖
経
営
の
貫
態
に
ま
で
あ
ま
り
考
察
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
資
本
主
義
萌
芽
の
存
在
を

前
提
に
マ
イ
ナ
ス
要
因
を
列
撃
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
翻
が
あ
る。

む
し
ろ
官
居
経
営
の
寅
態
、
か
か
る
存
在
を
許
容
し
た
国
家
と
一商
業
と

の
関
係
、

さ
ら
に
は
首
都
北
京
を
中
心
に
牧
徴
さ
れ
る
一商
品
流
、通
の
質
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

明
初
北
京
の
官
広
場
房
経
営
の
貫
態
、

際
、
唐
宋
以
来
倉
庫
業
の
み
な
ら
ず
放
館
業
、
仲
買
問
屋
業
、
あ
る
い
は
運
遺
業
ま
で
を
未
分
化
な
形
で
包
掻
し
て
い
た
客
居
場
房
と
呼
ば
れ

本
稿
で
は

一商
税
官
臆
と
の
閥
係
、

そ
の
後
の
私
有
化
の
進
展
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

そ
の

る
存
在
を
、
明
初
園
家
が
設
置
し
一
商
税
徴
牧
を
も
行
な
っ
て
い
る
事
買
に
注
目
し
て
考
察
を
始
め
た
い
。
そ
の
上
で
、
北
京
を
め
ぐ
る
一商
品
流



逼
に
お
け
る
官
庖
場
房
の
占
め
る
役
割
の
重
要
性
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
遁
じ
て
首
都
北
京
の
市
場
構
造
や
流
通
環
境
の

一
端
を
解
明

し
た
い
。

明
初
の
官
宿
場
房

1 

設

置

意

園

明
初
北
京
の
官
庖
場
房
に
闘
す
る
極
め
て
簡
略
な
記
事
が
、
正
徳

『
明
舎
典
』
巻
三
二
戸
部
・
庫
臓

〈
課
程
〉

事
例
に
見
え
る
。

(
永
祭
七
年
〉
ま
た
令
す
。
京
城
の
官
庖
場
房
は
(
南
京
)
三
山
門
外
の
場
房
の
例
に
照
ら
し
て
税
銭
一
分
は
宣
課
分
司
に
牧
め
、
菟

牙
・
場
房
銭
二
分
は
看
守
人
に
牧
用
せ
し
む
。

- 57ー

官
庖
は
、
朱
元
環
が
明
朝
を
建
園
す
る
以
前
、
江
南
の
支
配
領
域
に
設
置
し
た
官
替
の
一商
業
用
施
設
で
あ
り
、
そ
の
使
用
料
と
し
て
の
官
庖

(

6

)

 

銭
を
徴
牧
し
て
い
た
。
そ
の
設
置
時
期
は
、

お
そ
ら
く
嘗
面
の
軍
事
費
を
捻
出
す
ベ
く
、
群
臣
の
提
案
に
基
づ
い
て
関
市
批
験
所
官
を
設
け
た

(
7
)
 

至
正
二
十
二
ハ
一

三
六
二
)
年
十
月
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
十
四
年
正
月
に
は
官
庖
鎮
の
軽
減
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
次
い
で
四
月
に
は
従

来
の
二
十
分
の
一
の
一商
税
率
を
三
十
分
の
一
に
改
め
る
と
同
時
に
、
園
都
南
京
の
官
庖
を
宣
課
司
に
、
府
州
鯨
の
そ
れ
を
通
謀
司
に
改
め
一商
税

(
8〉

徴
牧
施
設
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

し
か
し
明
朝
成
立
後
に
陥
落
し
た
大
都
(
北
京
)
の
場
合

」
う
し
た
官
庖
は
設
け
ら
れ
な
か
っ

た
こ
れ
に
劃
し
て
場
房
は
、
南
宋
の
臨
安
杭
州
の
繁
栄
を
活
寓
し
た
耐
得
翁
の
『
都
城
紀
勝
』
坊
院
や
臭
自
牧
の

『
夢
梁
録
』
巷
一
九
、
場
房

に
見
え
る
よ
う
に
、
河
川
や
運
河
な
ど
の
水
温
に
設
け
ら
れ
た
倉
庫
を
意
味
し
て
い
た
。
明
代
の
南
京
に
も
、
洪
武
年
間
秦
准
河
沿
い
の
三
山

(
9〉

門
外
や
清
涼
門
外
水
迭
に
数
十
極
か
ら
な
る
大
規
模
な
場
坊
(
房
)
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。

南
宋
時
代
の
そ
れ
は
民
間
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
初
の
官
庖
場
房
は
文
字
ど
お
り
園
家
の
主
導
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は、

元
末
の
荒
底
を
承

57 



58 

け
た
明
初
経
済
の
極
度
の
後
退
に
起
因
す
る
も
の
で

(

叩

)

「近
世
を
歩
み
な
が
ら
中
世
を
志
向
す
る
」
洪
武
政
治
の
諸
政
策
の

一
つ
に
教
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
に
見
え
る
北
京
の
官
庖
場
房
は
、
直
接
に
は
南
京
の
場
房
を
縫
承
し
て
い
る
。
官
庖
場
房
は
、
「
和
遠
庖
等
場
房
」
の
用
例
を
暴

げ
て
佐
久
間
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
官
庖
と
場
房
の
二
語
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
同
一
の
貫
鐙
|
|
倉
庫
を
含
む
一商
業
施
設

(

日

〉

ー
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
曾
典
の
永
祭
七
年
の
記
事
は
、文
字
通
り
に
解
律
す
れ
ば
、す
で
に
遷
都
を
決
定
し
て
い
た
北
京
の
官
庖
場
房

に
射
し
で
も
、

首
都
南
京
に
準
じ
た
運
営
を
導
入
す
る
こ
と
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
時
貼
で
-
初
め
て
北
京
に
官
庖
場
房
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
元
の
大
都
以
来
の
客
庖
・

場
房
・
邸
舎
な
ど
の
倉
庫
業
が

老
朽
化
し
た
と
は
レ
え
存
在
し
た
は
ず
で
あ

る。

し
か
し
な
が
ら
永
築
七
年
と
い
う
時
期
で
、

官
居
場
房
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。

永
楽
七
(
一

四
O
九
)
年
は

し
か
し
寅
際
に
北
京
の
宮
殿

四
年
間
七
月
。
準
備
期
聞
を
へ
て
翌
五
年
五
月
に
や

っ
と
工
事
に
着
手
し
、
七
年
首
初
ま
で
に
は
宮
殿
建
設
は
ほ
ぼ

(ロ)

完
成
し
て
お
り
、
永
繁
一
帝
の
北
京
巡
狩
も
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
嘗
時
、
元
明
交
替
と
靖
難
の
饗
と
の
二
度
に
わ
た
る
戦
火
を
受
け
て
荒
慶

靖
難
の
饗
後
に
一
帝一
位
を
纂
奪
し
た
永
繁
一帝
が
北
京
遷
都
を
決
定
し
て
か
ら
す
で
に
七
年
齢
開
り
を
経
過
し
て
い
る
。
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建
設
を
決
定
し
た
の
が
、

し
た
北
京
で
は
、
宮
殿
建
設
の
開
始
に
伴
っ
て
、
園
家
主
導
の
も
と
に
民
間
レ
ヴ
ェ
ル

の
一商
業
活
動
も
次
第
に
活
溌
化
し
始
め
て
い
た
。
従
つ

て
こ
の
時
期
に
官
設
の
倉
庫
を
設
置
し
た
そ
の
一
意
固
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
増
大
し
始
め
た
ば
か
り
の
全
圏
各
地
か
ら
の
客
一商一
に
射
し
て
、
商

品
の
一
時
保
管
と
取
引
の
保
誼
な
ど
の
利
便
を
園
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
制
度
化
の
一
意
園
は
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
と
い
う
の
は
商
税
徴
牧
と
い
う
財
政
上
の
目
的
も
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ハ
日
)

る
。
先
の
曾
血
ハの
記
事
に
は
、
南
京
三
山
門
外
の
場
房
の
例
に
な
ら
っ
て
三
十
分
の
一
を
一商一
税
銭
と
し
て
宣
課
分
司
に
納
め
、
兎
牙
銭
(
仲
介

手
数
料
)
・
場
房
鏡
(
倉
庫
保
管
料
)
あ
わ
せ
て
三
十
分
の
こ
を
看
守
人
(
後
述
)
に
徴
牧
使
用
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
税
課
の

中
に
、

一商
税
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
自
瞳
が
す
で
に
財
政
上
の
目
的
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
官
庖
場
房
の
制
度
化
に
先
立
っ
て
、
永
祭
六
年
十
月
北
京
で
は
首
都
化
に
伴
な
い
順
天
府
税
課
司
の
都
税
司
へ
の
格
上
げ
と
商
税
官



〈

U
)

聴
の
新
設
が
行
わ
れ
た
事
賓
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
新
た
に
整
備
さ
れ
た
官
臆
と
人
員
の
配
置
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

都
税
司

麗
正
門
宣
課
司

文
明
門
分
司

張
家
湾
宣
課
司

直
溝
橋
宣
課
司

安
定
門
税
課
司

徳
勝
門
分
司

宛
卒
税
課
局

大
輿
税
課
局

批
験
茶
引
所

北
京
行
部
張
家
湾
盟
倉
検
校
批
験
所

直
溝
橋
抽
分
竹
木
局

通
州
抽
分
竹
木
局

白
河
抽
分
竹
木
局

逼
積
抽
分
竹
木
局
本

贋
積
抽
分
竹
木
局
本

宛
卒
鯨
贋
源
問
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大
輿
厭
文
明
間

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

大
使
一
員

間
官
一
員

閉
官
一
員

副
使

一
員

副
使
二
員

副
使
二
員

副
使
四
員

副
使
四
員

副
使
一
員

副
使

一
員

副
使
一
員

副
使
一
員

副
使
三
員

副
使
三
員

副
使
三
員

副
使
三
員

副
使
三
員

計
二
員

計
三
員

計
三
員

計
五
員

計
五
員

計
二
員

計
二
員

計
二
員

A
E
 

R
d
 

計
一
員

計
一
員

計
二
員

計
四
員

計
四
員

計
四
員

計
四
員

計
四
員

計
一
員

計
一
員
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明前期北京城園

事作成にあたっては，侯仁之主編 『北京歴史地園集』 のく明北京城> (北京
出版社，一九八八年〉及び 「京師五城坊巷術街集」の附図を参考にした。

*破線一ーは，南城壁が績張される以前の元の大都以来永祭17(1419)年ま
での奮城壁を示している。

」
れ
ら
の
一
商
税
徴
牧
施
設
の
整
備

と
新
設
の
直
後
に
官
庖
場
房
も
制

度
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
首

初
か
ら
首
都
北
京
へ
と
集
中
す
る

膨
大
な
一商
品
の

一
時
預
か
り
の
み

な
ら
ず
、
一
商
税
徴
牧
と
い
う
財
政

上
の
目
的
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て

、
-
eo

t
v
J
lドな

お
こ

こ
に
見
え
る
麗
正
門
宣
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課
司
と
文
明
門
分
司
は
、
嘗
初
元

の
大
都
以
来
の
南
城
端
(
現
在
の

長
安
街
の
や
や
南
)
に
置
か
れ
て
い

た
〈
地
図
参
照
)
。
永
楽
十
七

(

四
一
九
)
年
に
南
城
箱
が
南
に
向

か
つ
て
二
里
(
約
l
u
)
ば
か
り

扱
張
さ
れ
、
新
南
城
塘
の
正
陽
門

(

江

川

)

と
崇
文
門
の
位
置
に
移
さ
れ
た
。

披
張
後
も
元
代
以
来
の
奮
城
門
名

を
襲

っ
た
ま
ま
の
麗
正
門
宣
課
司
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北京宛卒蘇の廊房・庖房の位置と関数及び廊庖房銭・紗徴l段額

位 置 廊房 ・庖房関数 毎季妙・銭徴枚額

北安門東 廊房大局66閲 紗 2970貫銭 5940文

北安門西 廊房大房64開 紗 2880貫銭 5760文

海子橋東 廊房大房89閲 紗 4005貫銭 8010文

海子橋西 廊房大房64関 紗 2880貫銭 5760文

鼓模東 廊房大房69開 紗 3105貫銭 6210文

鼓棲西 廊房大房68関 紗 3060貫銭 6120文

鍾棲東 廊房大房9関小房80関 金書 2805貫銭 5610文

鍾棲西 廊房小房65閲 妙 1950貫銭 3900文

安定門(内 ・外) 廊房小房29関 妙 870貫銭 1740文

徳勝門内 廊房小房49閲 紗 1470貫銭 2940文

徳跨門外 廊房小房20閲 紗 600貫 銭 1200文

西直門裏 廊房中房29閲 紗 899貫銭 1798文

西直門外 廊房小房27開 紗 810貫銭 1620文

阜城門裏 廊房小房32.5開 紗 975貫 銭 1950文

阜城門外 廊房小房27閲 童書 810貫銭 1620文

宣武門裏 廊房大房14関 室主 630貫 銭 1260文

西四牌棲 庖房16.5閲 紗 990貫 銭 1980文

i口』 言十
廊房大443開中29関

妙31709貫 銭63418文
小329.5開，庖房16.5開

表I

興援: IF宛署雑記」各七廊頭

と
文
明
門
分
司
が
、
正
陽
門
宣
課
司
と
崇
文
門
分
司
と
改

で稽
あ(さ
る16れ
。)る

の
は

正
統
二

(
一
四
三
七
〉
年
十
月
の
こ
と

位

置

設

置

2 

永
築
年
聞
の
官
庖
場
房
の
設
置
位
置
に
つ
い
て
は
、
先

の
曾
典
の
記
事
で
も
何
も
言
及
し
て
お
ら
ず
、
従
来
そ
の

位
置
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
推
察
す
る
手

が
か
り
を
興
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
設
置
さ
れ
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た
廊
房
(
借
家
|
|
寅
際
に
は
商
業
用
施
設
と
し
て
も
使
用
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
が
|
|
〉
及
び
庖

房

(
貸
庖
鋪
・

貸
倉
庫
な

ど
商
業
用
施
設
)
の

配
置
が
あ

る。

『宛
署
雑
記
』
巻
七

廊
頭
に
は
、
北
京
城
の
附
郭
を
構
成
す
る
宛
卒

・
大
輿
爾

豚
の
内
の
宛
卒
豚
(
都
城
の
西
半
分
)
の
み
で
あ
る
が
、

廊

房
と
庖
房
の
配
置
を
記
し
て
い
る
(
表
E
及
び
地
園
参
照
)
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

廊
房
は
北
安
門
東
・
西
、

東

・
西
、
鼓
棲
東
・
西
、

鐘
棲
東

・
西、

安
定
門
(
内

・

海
子
橋

外
0
・)
、
徳
勝
門
内
・
外
、
西
直
門
裏

・
外、

阜
城
門
裏
・

外
、
宣
武
門
裏
に
、
庖
房
は
西
四
牌
棲
に
設
け
ら
れ
て
い
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た
(
地
図
参
照
〉
。
沈
携
の

『
宛
署
雑
記
』

は
、
明
末
の
高
暦
二
十

一

し
か
し
北
京
域
内
城
部
分

(

日

)

で
は
、
正
統
年
開
(
一
四
三
六
J
四
九
)
の
都
城
整
備
以
後
、
園
家
に
よ
る
大
規
模
な
建
設
や
改
造
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、

(
口
)

(
一
五
九
三
)
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
宛
署
雑
記
』
に

見
え
る
こ
れ
ら
の
配
置
は
、
明
代
前
期
の
吠
況
を
停
え
る
も
の
と
判
断
し
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う。

各
城
門
の
周
圏
に
設
置
さ
れ
た
ほ
か
に
、

そ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
大
部
分
が
皇
城
の
北
門
、
北
安
門
と
鼓
棲

・
鍾
棲
と
を
結
ぶ
鼓
棲
下
大
街
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
鼓
棲
下
大
街
は
、

『
周
躍
』
の
考
工
記
の
「
面
朝
後
市
」
の
。
フ
ラ
ン
に
基
づ

い
て
造
ら
れ
た
元
の
大
都
以
来
の
中
心
的
一商
業
地
匡
で
あ

(

叩

)

っ
た
。
こ
の
嘗
時
は
通
恵
河
も
ま
だ
運
河
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、

積
水
調
停
・

什
刺
海
東
岸
の
水
遣
に
沿
っ

て
走
る
斜
街
は
、
し、

わ

ば
南
北
大
運
河
の
終
着
騨
に
嘗
た
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
明
初
の
官
庖
場
房
の
多
く
も
、
鼓
棲
下
大
街
や
斜
街
の
周
迭
と
各
城
門
の
周
固
に
設

け
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

(

加

)

ま
た
都
城
の
東
牟
分
の
大
奥
鯨
に
つ
い
て
は
、
明
照
坊
と
澄
清
坊
と
の
聞
に
は
さ
ま
れ
た
燈
市
街
の
東
西
に
あ
る
上
・
下
角
頭
の
周
圏
、

東

(

幻

)

(

幻

)

大
市
街
、
同
じ
く
明
照
坊
の
普
安
庖
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

弘
治
一帝
の
皇
后
張
氏
一
族
に
賜
輿
さ
れ
た
張
皇
親
房
や
、
明
末
に
王
府
へ
の

(

幻

)

賜
興
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
祉
舎
問
題
と
な
る
一
幅
徳

・
士
口
慶
・

一帽
順

・
和
遠
・
賓
源
・
順
寧
の
六
官
庖
も
、
こ
の
明
照
坊
に
存
在
し
て
い
た
。
お

そ
ら
く
一商
税
官
臆
の
配
置
か
ら
み
て
、

文
明
門
と
東
西
四
牌
棲
を
結
ぶ
地
域
、
特
に
燈
市
街
の
周
遁
に
集
中
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

(

叫

〉

域
外
で
は
、
阜
成
・
西
直
闘
(
門
)
外
に
普
安
庖
・
南
海
庖

・
西
家
庖
の
名
が
見
え
る
が
、
官
庖
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
正

(お〉

統
九
年
に
は
、
城
外
西
南
の
彰
義
門
(
金
の
中
都
城
西
門
)
に
官
賠
場
房
が
新
設
さ
れ
た
。
彰
義
門
は
、
直
溝
橋
か
ら
正
陽
門

・
宣
武
門
に
い
た

る
交
、
通
路
の
中
聞
に
位
置
し
て
い
た
。
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3 

運

営

と

監

督

官
居
場
房
は
園
家
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
運
営
は
、
前
に
も
鯛
れ
た
よ
う
に
「
看
守
人」

が
捨
嘗
し
て
い
た
。
看
守
人
は
、
場
房

(

お

)

毎
に
二
名
ま
た
は
四
名
か
ら
な
る
「
股
賀
大
戸」

が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
股
貫
大
戸
と
は
、
具
睦
的
に
言
え
ば
南
京
の
場
合
と
同



(

幻

〉

様
に
「
府
長
」
を
指
し
て
い
た
。
周
知
の
ご
と
く
明
朝
は
、
農
村
と
都
市
と
を
問
わ
ず

一一

O
戸
か
ら
な
る
里
甲
制
を
施
行
し
た
。
里
甲
正
役

(
却
〉

と
し
て
の
「
席
長
」
は
都
市
周
漣
部
の
里
長
の
こ
と
で
、
特
に
農
村
部
の
そ
れ
や
都
市
内
部
の
坊
長
と
匡
別
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
た
。

明
初
、
北
京
の
官
居
場
房
の
運
営
に
庸
長
が
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
料
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
次
に
提
示
す
る
こ
つ
の
史
料
は
、
そ
の
傍
置
を
興
え
て
く
れ
る
。
ま
ず
高
暦

『
明
曾
血
〈』

巻
三
五
戸
部
・

課
程

〈一
商
税
〉
に、

(
嘉
婿
)
二
十
四
年
議
准
す
。
一
幅
徳
・
賓
源
等
七
庖
は
、
貨
一
船
毎
に
銀
五
雨
を
徴
し
、
順
天
府
に
行
令
し
、
批
験
茶
引
所
官
吏
及
び
廟

長
人
等
を
督
同
し
て
教
に
照
ら
し
て
徴
牧
し
、
季
を
按
じ
て
(
戸
)
部
に
解
り
、
太
倉
銀
庫
に
輔
瑳
牧
貯
し
、
以
っ
て
糧
草
を
縫
買
し
て

支
用
す
る
に
備
え
し
む
。

と
あ
る
。
時
代
は
や
や
下
り
明
代
後
期
の
事
例
で
あ
る
が
、
明
照
坊
に
あ
る
一帽
徳

・
賓
源
等
七
官
庖
で
は
、
一爾一
税
徴
牧
に
廟
長
が
閥
興
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
商
税
と
官
庖
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
考
察
す
る
。
ま
た
永
築
年
聞
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
宣
徳

元
(
一
四
一
一
六
)
年
七
月

行
在
刑
部
と
宣
徳
一帝
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
律
例
論
議
は
、
そ
の
設
立
嘗
初
か
ら
府
長
が
官
庖
場
房
の
運
営
に
開

(

却

)

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
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行
在
刑
部
奏
す
ら
く

「
宛
卒
豚
脂
長
が
一
扇
一
税
紗
を
牧
め
て
己
に
入
れ
る
は
、

〈
監
臨
主
守
盗
倉
庫
鏡
糧
〉
律
に
比
し
、
臓
を
計
り
て
嘗

「
市
井
の
民
宣
に
官
吏
の
比
に
あ
ら
ん
や
。
況
や
牧
む
る
と
こ
ろ
は
倉
庫
の
物
に
非
ず
、

賦
罰
を
追
し

に
斬
す
ベ
し
。
」
と
。
上
回
く
、

て
職
作
す
れ
ば
足
れ
り
に
と
。

宣
徳
一
帝
一
の
認
識
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
府
長
は
本
来
、
民
で
あ
っ
て
官
吏
で
は
な
く
監
臨

・
主
守
の
責
務
は
な
い
。
そ
の
席
長
が
徴
牧
し
た一一商

税
を
着
服
し
た
行
痛
に
劃
し
て
、
措
嘗
官
鹿
た
る
行
在
刑
部
が

『
明
律
』
巻
一
八
刑
律

・
賊
盗
の

〈
監
守
自
盗
倉
庫
銀
糧
〉
律
を
適
用
し
て
斬

刑
に
虚
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
皐
に
厳
罰
で
臨
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
え
る
宛
卒
鯨
の
廟
長
が
他
の
一
商
税
徴
牧
で
は
な
く
、

官

営
の
倉
庫
と
も
見
な
し
う
る
官
庖
場
房
の
一商
税
徴
牧
を
措
嘗
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

63 

と
こ
ろ
で
明
初
北
京
の
廟
長
の
場
合
、
そ
の
多
く
は
永
繁
元
年
金
園
か
ら
北
京
へ
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
三
O
O
O戸
の

「
富
戸」

が
、
こ
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(

m
剖

)

の
径
役
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
別
稿
で
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
富
戸
の
移
住
地
と
し
て
は
、
北
京
城
北
部
の
徳
勝

・
安
定
閲
周
遊
地

域
が
多
か
っ
た
。
こ
の
地
域
は
、
安
定
門
宣
課
司
や
徳
勝
門
宣
課
分
司
、
あ
る
い
は
鼓
棲
下
大
街
に
近
接
す
る
積
水
漬

・
什
刺
海
東
岸
の
水
溢

に
も
近
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
周
過
に
は
官
庖
場
房
が
多
数
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
運
営
に
充
て
る
の
に
は
好
都
合
で
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
明
初
の
官
庖
場
房
は
、
里
甲
制
と
い
う
傍
役
制
度
の
シ
ス
テ
ム
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
そ
の
運
営
に
よ
る
牧
盆
の

一
部
(
克
牙
銭
H
仲
介
手
数
料
・
場
房
銭
H
倉
庫
保
管
料
)
も
、
個
人
の
所
有
に
闘
し
た
の
で

(
汎
)

は
な
く
、
脂
長
の
任
務
の
一

つ
で
あ
る
物
品
調
達
の
財
源
に
充
賞
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
こ
れ
ら
の
運
営
に
嘗
た
っ
た
股
貫
大
戸
は
、
職
務
上

(
m
M
)
 

「
管
庖
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
配
下
に
は
一
商
品
の
運
遣
業
務
に
あ
た
る
「
小
脚
」
も
存
在
し
て
い
た。

(

お

)

官
庖
場
房
で
の
一一商
税
徴
牧
に
つ
い
て
は
、
都
税
司
以
下
商
税
官
臆
の
官
員
や
批
験
茶
引
所
大
使
が
監
督
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
運
営
を
監

(

弘

〉

督
す
る
官
と
し
て
巡
視
場
房
御
史
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
官
庖
場
房
で
徴
牧
さ
れ
る
牧
税
則
例
の
決
定
に
も
加
わ

っ
て

い
た
。
ま
た

『
明
英
宗

貫
録
』
巻
二

O
九
、
景
泰
二
年
十
月
丙
子
の
僚
に
見
え
る
太
醤
院
醤
土
張
鐸
の
上
奏
に
、

日
用
百
物
は
一
商
一
放
に
資
る
を
菟
れ
ず
。
朝
廷
は
官
匝
を
設
立
し
、
税
課
を
軽
牧
し
、
買
頁
負
欠
す
る
と
こ
ろ

京
師
は
高
方
よ
り
曾
同
す
、
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有
れ
ば
、
常
に
御
史
を
し
て
督
責
せ
し
む
。
蓋
し
こ
れ
を
招
保
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
御
史
は
、
官
庖
場
房
運
営
の
監
督
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
を
舞
歪
に
し
て
行
な
わ
れ
る
客
一商
と
都
市
一商
人
と
の
聞
の
取
引
の
保

誼
に
ま
で
閥
興
し
て
い
た
。

官
庖
場
房
と
一商一
税
徴
牧
官
臆
と
の
関
係

1 

牧

税

則

例

正
統
十
二
(
一
四
四
七
)
年
に
、

巡
視
場
房
御
史
と
順
天
府
の

堂
上
官
と
が
一商
品
の
債
格
を
評
債
し
て
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
定
し



(

お

)

た。

(
正
統
)
十
二
年
令
す
、
巡
視
場
房
御
史
及
び
順
天
府
堂
上
官

一
員
、
物
貨
を
佑
計
す
る
こ
と
直
紗
若
干
、
加
を
造
り
て
都
税
等
司
の
官

捜
に
護
し
牧
掌
し
、
債
に
照
ら
し
て
牧
税
せ
し
む
。

こ
の
リ
ス
ト
が
い
わ
ゆ
る
「
牧
税
則
例
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
牧
税
則
例
は
こ
の
時
-
初
め
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
官
居
場
房
の
設
立
嘗
初

か
ら
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
時
貼
か
ら
巡
視
場
房
御
史
も
加
わ
っ
て
リ
ス
ト
の
作
成
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ

れ
に
先
立
ち
正
統
七
年
正
月
に
は
、
主
に
鋪
戸
を
封
象
と
し
て
都
税
司
と
宣
課
司
が
科
汲
し
た
門
機
課
紗
則
例
が
定
め
ら
れ
る
な
ど
、

こ
の
時

(

お

)

期
に
は
北
京
城
の
整
備
と
併
行
し
て
一
商一
税
徴
牧
の
た
め
の
則
例
整
備
も
進
ん
で
い
る
。

(
幻
)

，
次
い
で
そ
の
四
年
後
の
景
泰
二
(
一
四
五
一
〉
年
十
月
に
も
改
定
が
行
わ
れ
た
。

(
景
泰
)
二
年
令
す
。
大
奥

・
宛
卒
二
鯨
和
遠
庖
等
場
房
に
於
い
て
、
場
房
毎
に
段
貫
大
戸
二
名
或
は
四
名
を
余
し
看
管
せ
し
む
。
順
天

府
及
び
二
鯨
は
、
各
行
を
拘
集
し
、
時
に
依
り
て
物
質
の
債
値
を
佑
計
し
、

蓄
に
照
ら
し
て
紗
貫
を
折
牧
せ
し
む
。
何
り
て
加
二
本
を
造

り
、
一
本
は
都
税
司
に
設
し
、
一
本
は
(
戸
)
部
に
迭
り
て
査
考
せ
し
む
。
巡
視
場
房
御
史
は
、
務
め
て
管
庖

・
小
脚
に
禁
じ
て
、
客
商

の
課
程
を
撹
納
し
、
不
堪
紗
を
以

っ
て
抵
数
迭
官
し
、
及
び
客
貨
を
選
載
し
、

一商
人
を
踊
害
す
る
を
得
ざ
ら
し
む。

こ
の
時
に
は
、
順
天
府
と
宛
卒
・
大
輿
雨
師
怖
が
各
業
種
の
牙
行
(
各
行
)
を
召
集
し
、
定
期
的
に
市
場
債
格
に
基
づ

い
て
商
品
の
公
定
債
格
を

(
お
)

決
定
し
て
い
る
。
改
定
の
護
端
と
な
っ
た
の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
北
京
在
住
の
太
醤
院
醤
士
張
鐸
の
訴
え
で
あ
っ
た
。

G
U
 

近
ご
ろ
の
理
財
の
官
は
、
大
鎧
を
知
ら
ず
、
唯
だ
刻
剥
に
務
め
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
付
紙
(
ほ
そ
あ
さ
の
い
と
〉
一
匹
の
税
紗
が
三
百
五

十
貫
で
、

銀
で
換
算
し
て
七
銭
に
も
な
り
ま
す
。
三
俊
布
(高
級
無
地
白
綿
布
)
も
ま
た
毎
十
匹
三
百
五
十
貫
に
な
り
ま
す
。
他
の
物
も
皆

そ
う
で
す
。
も
と
の
一
商
品
で
見
積
る
と
、
税
妙
に
四
分
の
一
を
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
客
一
両
一
達
は
重
税
を
畏
れ
て

(
商
品
を
も
た
ら
し
て
)
京
師
に
来
な
く
な
り
、
物
債
が
騰
貴
す
る
の
が
心
配
で
す
。

こ
の
上
奏
は
、
戸
部
の
審
議
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
戸
部
尚
書
金
灘
等
は
、
土
木
の
饗
で
出
費
が
か
さ
ん
だ
た
め
増
税
を
行
な
っ
た
が
、
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表11 景泰二年和遠庖等場房牧税則(71J

| 税額( 商 口E口3 名(課税単位〉

5貫 | 上等羅段(1疋〕

1 5貫 | 中等羅段(1疋〕

。貫 | 下等羅段(1疋〕

6貫700文 上等紗 ・綾・錦(1疋)，青紅紙(1000張)，箆子(1000箇〉

1 

| 中等紗 綾 銘(1疋) 僻悶(1蜘責牛 員 一 〉

扇骨(1000把〕

|背三師団1 紅醐 (8醐臥制(峨)，酬1套
4口)，藤黄(1斤)

3貫400文 梅子(1疋)， 綿紬(1疋)，毛皮襖(1領)，理移(1領)， 乾鹿

3寅 | 官絹(1疋)， 官三峻布(1疋)， 紋線(1斤)，五色紙(4500張)，

高頭賞紙(4000張)

貫 小絹(1疋)，白中布(1疋)，青直線夏布(1疋)， 手柏(1連 3

箇)，手巾(10傑)，皮栂(1件)，小靴(1套 3隻)，板門(1合)，

響銅(1斤)，連五紙(1000張)，連七紙(150張〉

740文 背大碗(25箇)， 背中碗(30筒)， 育大磯(50箇〉

670文 洗白夏布(1疋)， 青緑紅中串二布(1疋)， 包頭(1連20箇)， 笹

候(l{際)，大破(1斤)， 銅青磁(1斤)，枝{際限(1斤)， 生異!¥銅

(1斤)，蘇木(1斤)，胡淑(1斤)，川搬(1斤)，黄蝋(1斤)，

麓慈(1斤)，香輩(1斤)，木耳(1斤)， 酒埋ま土酒海(1箇)，育

中磁(50箇)，白大盤(10箇)， 書房紙(4Y):)， 筆管(500箇)， 油

鮎(1;1]) 
-ーー一一一一一一一一一 一一 一 一一一一 一

600文 青小磯(50箇)， 白中盤(15箇〉

500文 花布被面(1段)，白中串二布(1疋)，旋花青(1斤)， 紅花(1 

斤)，針{傑(1斤)，育設(10斤)，銀杏(10斤)，菱米(10斤)， 蓮

肉(10斤)，軟奈(10斤)，石惚(10斤)， 背大盤(12箇)， 育盤(15

箇〉 背小盤(20箇)，育小碗(30箇)， 乾鴛 ・天驚等野味(1隻)，

南盟大y):紙(4境)， 竹椅(1把)

470文 喜紅小絹(1疋〉

400文 麻布(1疋)，花淑(1斤)，水牛底皮(1斤)，土育盤(15箇)，土

育碗(20箇)，小白盤(20笛)， 土青礁(50箇)，育茶鍾(7箇〉
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340文 小錦綿布(1疋)，密機(1鎚)， 土降香(1斤)，白砂糖(1斤)，

錫(1斤)，草席(1 領)，雨傘( 1 把)，翠花(H長)，草花(10~長)，

刷印馬紙(4塊)， 土尺八紙(1塊)，南聾~紙(6 塊)， 連三紙

(1000張)，毛港紙(100張)，中爽紙(100張)，酒麹(10塊〉

300文 燈草(1斤)，土青酒鍾(12箇)，土青茶鍾(12箇)， 土青香燈(10

箇)，大白碗(10箇)，中白碗(15箇)，白大磯(20箇)，白小磯(25

箇)

240文 馬牙速香(1斤)，魚穆(1斤〉

200文 薬材(1斤)，白小碗(15箇〉

170文 ~枝(1斤)，園眼(1斤)，~喜多( 1斤)， 松子(1斤)， 桐油(1 

斤)，相油(1斤)，黒砂糖(1斤)，蜂蜜(1斤)， H鼠膝脂(1雨)，

土粉(10斤)， 土硝(10斤)， 係(10斤)，松香 (10斤)， 塁煤(10

斤)，集華航(10斤)，肥阜(10斤)，末香(10斤)，椀花(10斤)， 謬薬

(10斤)， 船員(10斤)，勝蟹(10斤)，姶蜘(10斤)， 乾兎(1隻)，

難(1隻)，鴨(1隻)，白茶鍾(6箇)，甘烹(10根)，議(10根)，

竹筋(100後)，竹掃符(10把)， 蒲席(1領)，雑毛小皮(1張)，

謹帽(1箇)，草鮭(10隻〉

140文 明乾害事(1斤)， 蒲萄(1斤)， 海菜(1斤)， 金橘(1斤)，椴償

(1斤)，牙薬(1斤)，苧腕(1斤〕

100文 綿花(1斤)， 香油(1斤)，紫草(1斤)， 紅麹(1斤)， 紫粉(1

斤)，資丹(1斤)，定粉(1斤)， 雲呑(1斤)，柿餅(1斤)，栗

子(1斤)， 核桃(1斤)，林繍(1斤)，甘橋(1斤)， 雲梨(1斤)，

紅薬(1斤)，楊梅(1斤)，枇杷(1斤)， 榛子(1斤)， 杏仁(1

斤)，蜜香燈(1斤)， 烏侮(1斤)，五倍子(1斤)，厳軍(1斤)，

黒乾害事(1斤)，葉茶(1斤)，生重(1斤)， 石花菜(1斤)，飯米

(1斤)， 鮮乾魚(1斤)， 鮮猪羊肉(1斤)，黒鉛(1斤)， 水謬

(1斤)，黄白腕(1斤)，鋼熟鍛(1斤)， 綿紫(1套)， 産席(1

領)，綿膝脂(1帖)，西瓜(10筒〉

65文 乾梨皮(1斤)，李葬(1斤)， 芋頭(1斤)， 鮮菱(1斤)， 烏菱

(1斤)，鮮梨(1斤)，鮮桃(1斤)，杏子(1斤)， 李子(1斤)，

鮮柿(1斤)， 柿花(1斤)， 焔硝(1斤)， 阜白書事(1斤)， 涯育

(1斤)， 生鍛(1斤)， 乾葱(10斤)，胡君主書留(10斤)，冬瓜(10箇)，

菜室萄(40斤)， 波 ・芥等菜(40斤〉

典嬢:正徳 『明曾典』巻三二戸部 ・庫綴 く課程〉 事例
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一商
品
償
格
の
三
十
分
の
一
を
越
え
て
徴
牧
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

(
鈎
〉

債
格
)
を
吉
岡
め
に
算
定
し
戸
部
内
の
討
議
を
鰹
ず
に
濁
断
で
施
行
し
た
た
め
、
過
重
な
税
額
と
な
っ
た
こ
と
を
景
泰
一
一
帝
に
報
告
し
て
い
る。

こ

戸
部
郎
中
徐
敬
と
順
天
府
治
中
劉
買
が
不
首
に
時
佑

(
市
場

遂
に
奏
し
て
物
債
・
庖
税
を
更
た
む
、

(
牧
税
則
例
)
が
定
め
ら
れ
た
。
改
定
さ
れ
た
税
額
は
、

上
等
位
刊
紙
毎
匹
七
十
五
貫
を
過
ぐ
る
を
得
ず
、
他
物
も
こ
れ
に
構
う
。

う
し
て
雨
名
の
底
分
が
決
定
し
、
改
め
て

「物
債
脂
税
」

と
あ
る
よ
う
に
、
上
等
の
貯
紙
で
も
毎
匹
(
疋
〉
七
十
五
貫
以
下
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
以
前
に
比
べ
で
ほ
ぼ
五
分
の

一
に
下
げ
ら
れ
た
。

こ
の
改
定
さ
れ
た
税
額
の
全
容
を
示
す
の
が
、
正
徳

『
明
合
典
』
巻
三
二
戸
部

・
庫
臓
〈
諜
程
〉
事
例
に
載
せ
る
景
泰
二
年
の
牧
税
則
例
で

(

川

町

)

あ
る
(
表
H
参
照
)
。
こ
の
表
で
最
も
課
税
額
の
大
き
い
上
等
羅
段
の
場
合
、
毎
疋

(一商
)
税
紗
二
十
五
貫
、
牙
銭
紗
二
十
五
貫
、
場
房
紗
二
十

(

似

)

五
貫
で
合
わ
せ
て
七
十
五
貫
で
あ
り
、
先
の
「
上
位
一
寸
件
刊
紙
」
毎
疋
七
十
五
貫
以
下
と
い
う
記
述
の
税
額
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
。
貫
録
の
記
載
で

は
、
省
略
さ
れ
て
い
た
牧
税
則
例
の
全
容
が
こ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

あ
る
貼
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
者
の
合
計
額
が

一
括
し
て
徴
牧
さ
れ
、

あ
ろ
う
。
こ
の
推
定
に
諜
り
な
い
と
す
れ
ば
、
官
庖
を
利
用
す
る
商
品
の
場
合
、
市
場
債
格
の
三
十
分
の
一
で
は
な
く
、
十
分
の
一
が
園
家
の

一
般
に
は
贋
義
の
一両
税
と
一意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
で

- 68ー

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
貫
録
の
記
載
の
「
庖
税
L

七
十
五
貫
は
一
商
税
紗
の
み
な
ら
ず
牙
銭
紗
や
場
房
紗
を
も
含
ん
だ
三
者
の
合
計
額
で

税
と
し
て
徴
牧
さ
れ
る
と
い
う
通
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
通
念
の
存
在
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
時
代
は
や
や
降
る
が
、

(

必

)

翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
常
寺
の
祭
把
な
ど
で
用
い
る
猪
羊
は
、
宣
課
司
な
ど
で
の
抽
分
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
、
抽
分
と
一商

成
化
七
(
一
四
七
一
)
年
の
正
陽
門
宣
課
司
の

〈
抽
分
猪
羊
例
〉

を

税
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。

本
司
(
正
陽
門
宣
課
司
〉
毎
年
叉
一該
に
抽
分
す
べ
き
太
常
寺
祭
杷

・
大
捷
猪
一
百
九
十
隻
、
倶
に
是
れ
客
商
輿
販
し
来
京
貨
頁
し
、

司
に
赴

き
税
を
投
ず
。
猪
三
十
日
毎
に
験
中
の
も
の

一
口
を
抽
分
し
、

十
日

(
の
商
税
〉
を
兎
ず
る
を
准
し
、

飴
の
二
十
日
は
の
り
て
例
に
照
ら

し
て
課
を
納
め
し
む
。
如
是
し
苗
猪
に
し
て
抽
分
に
堪
え
ざ
る
も
の
は
、
毎
日
例
に
照
ら
し
て
紗
三
貫

・
銅
銭
六
文
を
牧
む
。



こ
こ
で
、
抽
分
さ
れ
て
い
る
獄
一
匹
は
、
猪
三
十
匹
全
瞳
に
劃
す
る
も
の
で
は
な
い
。
十
匹
に
劃
す
る
も
の
で
、
残
り
の
二
十
匹
に
は
通
常
の

一
商
税
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
官
庖
を
利
用
し
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
は
な
い
も
の
の
、
十
分
の
一
の
抽
分
率
が
適
用
さ
れ
て

い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
官
庖
を
利
用
し
た
場
合
の
合
計
十
分
の
一
の
一
商
税
に
封
臨
隠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
M
W
)
 

南
京
三
山
門
外
の
官
庖
場
房
の
例
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
北
京
で
も
南
京
同
様
に
、

設
立
嘗
初
の
段
階
で
は
客
一商一
の
も
た
ら
す
商
品
は
、
す
ベ

て
官
庖
場
房
に
荷
卸
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
客
一商
に
よ
っ
て
大
量
に
北
京
に
も
た
ら
さ
れ
た
商
品
の
大

部
分
に
は
、
従
来
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
市
場
慣
格
の
三
十
分
の

一
で
は
な
く
、
十
分
の
一
の
税
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
次
に
一
商
税
徴
牧
官
鹿
と
官
居
場
房
と
の
開
係
が
問
題
と
な
ろ
う
。

2 

官
庖
場
房
に
お
け
る
一
商
税
徴
牧

最
初
に
北
京
に
搬
入
さ
れ
た
一商
品
に
封
し
、
一
商
税
が
ど
の
よ
う
に
し
て
課
税
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み
よ
う。

先
の
牧
税
則
例
の一商
品
項
目
か
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ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
北
京
に
も
た
ら
さ
れ
る
一
商
品
は
全
圏
各
地
の
特
産
物
市
場
よ
り
主
に
客
一
商
の
手
を
鰹
て
も
た
ら
さ
れ
る
一商
品
と
、
周
遁

近
郊
農
村
で
生
産
さ
れ
小
生
産
者
自
身
が
運
び
込
む
農
産
物
や
副
業
製
品
と
に
大
別
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
前
者
の

特
産
物
一
商
品
で
あ
る
。
特
産
物
一商
品
の
中
で
は
、
大
運
河
を
北
上
す
る
東
南
の
物
賓
と
長
域
外
の
西
北
の
物
資
が
中
心
を
な
す
が
、
東
南
の
物

資
が
数
量
に
お
レ
て
後
者
を
匪
倒
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
明
朝
は
、
前
述
の
よ
う
に
北
京
遷
都
に
向
け
て
一
商
税
官
鹿
を
新
設
整
備
し
た
永
繁
六
年
首
初
か
ら
、
こ
う
し
た
一
商
品
の
搬
入
ル

l
ト
を

(

M

H

)

 

想
定
し
て
張
家
湾
宣
課
司
と
宜
溝
橋
宣
課
司
を
設
置
し
て
い
た
。
こ
の
貼
は
、
ど
ち
ら
も
大
使
一
員
・
副
使
四
員
か
ら
な
り
、
北
京
周
園
の
商

税
官
聴
の
中
で
は
最
も
多
く
の
官
員
を
擁
し
て
い
た
こ
と
や
、

宜
溝
橋
抽
分
竹
木
局
や
逼
州
抽
分
竹
木
局
な
ど
の
官
臆
も
、
こ
れ
ら
の
宣
課
司

の
近
く
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。
大
運
河
を
北
上
し
て
東
南
の
特
産
物
一
商
品
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
、

一
般
に
は
通
州

・

張
家
湾
で
船
荷
を
積
み
替
え
、
陸
路
あ
る
い
は
通
恵
河
を
鰹
て
北
京
城
に
到
達
し
た
。
後
に
は
通
州
・

張
家
簡
に
到
達
す
る
以
前
の
楊
村
や
河

69 
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い
ず
れ
の
場
合
も
こ
れ
ら
の
商
品
は
、
途
中
の
税
課
司
や
紗
閲
な
ど
の
一商
税

官
聴
で
す
で
に
何
度
も
一
商
品
の
検
査
や
課
税
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

(

必

)

西
務
で
、

車
馬
に
装
載
し
陸
路
を
取
る
ル
!
ト
も
利
用
さ
れ
た
。

(

必

)

原
則
と
し
て
一
商
品
を
遠
隔
地
よ
り
も
た
ら
し
た
客
一
商
は
、
北
京
城
の
九
門
を
通
過
し
、
最
寄
り
の
商
税
官
鹿
で
一
商
税
を
納
入
し
た
。
北
京
城

(

灯

〉

内
の
一
商
税
官
臆
の
中
で
は、

正
陽
門
宣
課
司
の
分
司
で
あ
る
崇
文
門
宣
課
分
司
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。

一商
税
官
聴
で
は
、
官
揖
や
巡
欄
に
よ

り
途
中
で
申
告
し
た
一商
税
官
臆
の
設
行
し
た
誼
明
書
ど
お
り
で
あ
る
か
商
品
検
査
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
一商
税
の
納
入
を
自
ら

(

泊

四

)

行
な
っ
た
。
宣
課
司
や
分
司
で
は
、

順
天
府
よ
り
迭
ら
れ
て
き
た
赤
暦
文
簿
(
印
信
文
簿
)
に
日
々
客
商
の
姓
名
や
一
商一
税
を
徴
牧
し
た
一商品
と

(
必
)

税
額
を
記
録
し
、
季
節
毎
に
黙
検
し
た
上
で
そ
の
文
簿
を
順
天
府
に
遣
り
返
し
て
報
告
し
た
。

し
か
し
客
商
が
大
量
の
一
品
を
も
た
ら
し
た
場
合
は
、
宣
課
司
な
ど
の
商
税
官
聴
で
は
検
査
の
み
で
、

一商
税
の
全
額
を
徴
牧
し
た
わ
け
で
は

(
印
)

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
客
商一
自
身
が
商
品
を
北
京
に
搬
入
す
る
に
際
し
て
、
商
税
額
に
相
嘗
す
る
現
金
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

場
合
も
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
正
徳

『
明
曾
典
』

巻
三
二
戸
部

・
庫
裁

〈
課
程
〉
事
例
に
は
、

あ
ら
ゆ
る

(
景
泰
〉
五
年
令
す
。
正
陽
門
等
宣
課
司
の

一
一
際
雑
貨
は
、
輪
日
挨
次
、
候
由
内
に
開
寓
せ
る
並
目
安
等
三
庖
に
於
い
て
卸
責
せ
し
む
。
其

の
各
官
に
給
賜
せ
る
一
崎
順
等
庖
も
ま
た
例
に
照
ら
し
て
、
庖
毎
に
大
戸
二
名
を
余
し
看
管
し
、

季
を
按
じ
て
更
替
せ
し
む
。
(
云
々
)
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
陽
門
等
宣
課
司
で
は
、
客
一商
一
に
並
目
安
庖
な
ど
指
定
の
三
官
庖
を
記
入
し
た
「
僚
由
」
を
手
渡
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
客
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一商
は
、
北
京
城
内
外
の
こ
れ
ら
の
官
庖
や
そ
れ
以
外
の
官
僚
に
賜
輿
さ
れ
た
一
帽
順
等
庖
に
一商
品
を

一
時
保
管
あ
る
い
は
卸
買
す
る
聞
に
、

一商
品

の
検
査
と
残
り
の
一商
税
納
入
を
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
は
、
官
庖
に
設
け
ら
れ
た
場
房
内
に
は
先
の
股
貫
大
戸
が
置
か
れ
て
お

り
、
彼
ら
が
一
商
品
の
品
目
や
数
量
の
検
査
と
保
管
業
務
を
行
な
う

一
方
で
、
批
験
茶
引
所
官
の
指
揮
の
も
と
商
税
徴
牧
が
行
わ
れ
た
り
、
内
官

(
日
)

や
錦
衣
衡
の
官
が
随
時
汲
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
抽
分
が
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

大
量
の
一商
品
を
扱
う
客
一商に
と
っ
て
、
明
初
に
お
い
て
は
官
庖
を
利
用
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
強
制
さ
れ
て
い
た
と
言
っ

て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
客

一商
は
、
官
庖
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
崇
文
門
宣
課
分
司
を
始
め
と
す
る
一商
税
官
鹿
で
の
検
査
や
一商
税
納
入
に
伴
う
繁
現
な
手
績
き
を
省
く



こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
そ
の
手
績
き
に
付
け
込
ん
だ
一
商一
税
官
醸
の
官
員
や
巡
摘
の
牧
奪
か
ら
も
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
牙
行
な
ど
仲

介
業
者
の
手
を
鰹
ず
に
一
一
商
品
を
卸
買
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
存
在
し
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
も
様
々
な
牧
奪
が

存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
は
、
官
府
が
一
商
人
に
商
税
納
入
の
便
宜
を
興
え
、
一
商
業
取
引
を
保
誼
す
る
側
面
も
存
在
し
て
い
た
。

従
っ
て
官
庖
場
房
は
皐
な
る
官
替
の
倉
庫
業
の
み
な
ら
ず
、
一
商
税
徴
牧
と
仲
買
問
屋
業
務
を
も
粂
ね
備
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
景
泰
二
年
の

牧
税
則
例
が
商
税
紗
と
(
兎
)
牙
銭
紗
と
場
房
紗
と
の
三
者
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
合
計
が
官
府
に
支
排
う
「
庖
税
」
と
認
識
さ
れ
て
い

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
っ

た
。

一
律
に
一
商
品
の
市
場
債
格
の
三
十
分
の
一
の
比
率
で
徴
牧
さ
れ

(

臼

)

て
い
た
こ
と
も
、
近
代
倉
庫
業
に
お
け
る
倉
敷
料
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
賠
か
ら
も
そ
の
本
質
を
単
に
倉
庫
業

ま
た
倉
庫
保
管
料
に
あ
た
る
場
房
紗
が
倉
庫
使
用
期
聞
の
長
短
を
問
わ
ず
、

と
は
規
定
で
き
な
い
。

身
分
的
特
権
者
に
よ
る
私
有
の
進
展
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l 

官
庖
場
房
の
賜
興

こ
れ
ま
で
園
家
が
設
置
し
た
官
庖
場
房
の
み
に
つ
い
て
論
述
し
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
明
初
民
聞
に
も
倉
庫

・
仲
買
問
屋
業
務
を
行
な
う
施

設
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
規
模
は
、

官
替
の
そ
れ
に
比
較
し
て
零
細
で
あ
り
、
客
庖
(
や
ど
や
〉
や
鋪
戸
な
ど
に

小
規
模
な
倉
庫
を
附
設
す
る
形
が
多
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
北
京
の
建
設
と
整
備
が
準
む
に
伴
い
、

民
聞
の
場
房
の
存
在
も
無
視
し
得
な

く
な
っ
て
き
た
。
正
徳
『
明
曾
典
』
巻
三
四
戸
部
・
庫
戴

〈
妙
法
〉

事
例
に
み
え
る
宣
徳
四

(
一
四
二
九
)
年
の
楊
識
は
、
こ
う
し
た
場
房
の

存
在
を
惇
え
る
最
も
早
期
の
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。

71 

務
識
す
、
南
京
の
軍
民
官
員
人
等
の
菜
園
・
果
園
、
及
び
場
房
・
車
(
庫
?
〉
房
・
庖
舎
の
客
商
一
の
物
質
を
停
場
す
る
者
は
、
給
賜
と
自
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置
と
を
分
か
た
ず
、
倶
に
菜
地
は
毎
畝
、
月
に
醤
妙
三
百
貫
を
納
め
、
果
樹
毎
十
株
、
歳
に
妙
一
百
貫
を
納
め
、
房
舎
は
毎
開
、
月
に
紗

五
百
貫
を
納
め
、
御
史
を
差
わ
し
木
部
官
各

一
員
と
同
に
月
を
按
じ
て
催
牧
迭
庫
せ
し
む
。
如
し
隠
附
し
て
報
ぜ
ず
及
び
紗
を
納
め
ざ
る

者
有
ら
ば
、
地
畝
・
樹
株
・

房
舎
は
、
在
官
し
、
犯
人
は
治
罪
せ
し
む
。

(
云
々
〉
。

こ
の
携
誌
は
、
紗
法
維
持
を
園
る
た
め
の
交
紗
回
牧
策
と
し
て
、
順
天
府
や
腫
天
府
を
筆
頭
に
一
商
人
が
集
ま
る
三
十
三
府
州
幌
市
銀
の
庖
鋪
の

(

臼

)

門
機
課
紗
を
五
倍
に
増
税
し
た
直
後
に
、
こ
れ
に
附
障
し
て
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
課
税
の
劉
象
と
な
っ

た
場
房
・

庫
房

・
庖
舎
は
、
客

(
臼
〉

一
商
一
の
一
商
品
を
「
停
場
」
す
る
、
即
ち
倉
庫
・
仲
買
問
屋
業
務
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
利
潤
の
多
さ
の
故
に
一
開
毎
に
毎
月
奮
紗
五
百
貫
を
納

入
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
場
房

・
庫
房

・
庖
舎
の
私
有
が
、

皇
帝
に
よ
る
賜
輿
と

「
自
置
」
と
の
両
者
を
契
機
に
形
成
さ
れ
た

『
明
宣
宗
貫
録
』
巻
五
五、

宣
徳
四
年
六
月
壬
寅
の
僚
で
あ
る
。
疏
菜

・
果
樹

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
務
識
が
出
さ
れ
た
鰹
緯
を
侍
え
る
の
が
、

固
に
加
え
て
場
房
を
含
め
た
不
動
産
を
所
有
す
る
も
の
と
し
て
「
官
員

・
軍
民
L

の
ほ
か
、

特

「南
北
二
京
の
公
・
侯

・
尉
馬

・
伯
・

都
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督

・
向
書

・
侍
郎

・
都
御
史
及
内
官

・
内
使
」
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
南
京
や
北
京
の
雨
京
に
居
住
す
る
外
戚

・
功
臣
や

一
般
の
高
級
官
僚
及

び
宮
官
か
ら
な
る
こ
れ
ら
の
特
権
者
層
は

い
ず
れ
も
皇
一
帝
の
恩
寵
と
特
権
的
地
位
を
基
盤
に
私
的
蓄
積
を
重
ね
て
い
た
。
中
で
も
、
こ
の
時

期
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
賜
輿
を
契
機
と
し
た
身
分
的
特
権
者
に
よ
る
所
有
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
割
象
と
し
て
国
土
と
並
ん
で
、
場
房
な
ど

一商
業
物
件
が
事
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
消
費
の
中
心
に
位
置
す
る
首
都
と
し
て
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。
場
房
の
私
有
化
の
背
景
と
し

(

日

)

て
は
、
首
一
該
時
期
に
お
け
る
北
京
へ
の
商
品
流
通
量
の
増
大
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
賜
興
の
寅
例
は
、

最
初
に
、

皇
帝
の
賜
興
を
契
機
と
し
た
特
権
者
層
に
よ
る
官
庖
場
房
の
私
有
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
明
代
前
期
の
貫
録
な
ど
に
は
こ
う
し

(
日
)

ほ
と
ん
ど
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
極
め
て
稀
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
賜
興
の
願
い
出
が
皇
一帝
に
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
事
例
に
過
ぎ
な
い
。

『
明
英
宗
貫
録
』

巻
一
八
九
、
景
泰
元
年
二
月
壬
辰
の
僚
に、

錦
衣
衛
指
揮
使
、在
瑛
、
賀
源
屈
を
求
め
以
っ
て
日
用
の
需
に
供
さ
ん
こ
と
を
奏
す
。
従
わ
ず
。

と
あ
る
。

景
泰
元
(
一
四
五
O
)
年
二
月
、

景
泰
一
帝
の
外
戚
で
あ
っ

た
錦
衣
衛
指
揮
使
証
瑛
は

日
常
経
費
に
充
て
る
た
め
賓
源
庖
の
賜
興
を



上
奏
し
て
求
め
た
が

許
さ
れ
な
か
っ
た
。

在
漢
の
娘
は
、

〈
閉
山
)

す
で
に
正
統
十
〈
一
四
四
五
)
年
英
宗
の
弟
郎
王
妃
に
珊
立
さ
れ
て
い
た
が
、
土

木
の
援
で
英
宗
が
北
狩
さ
れ
る
と
、
郵
王
が
代
わ
っ
て
即
位
し
景
泰
一
一
帝
と
な

っ
た
。
こ
の
た
め
在
瑛
は
、
難
な
く
外
戚
ナ

ン
バ

ー
ワ

ン
の
地
位

を
獲
得
し
、
嘗
時
飛
ぶ
鳥
を
も
落
と
す
勢
い
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

景
泰
一帝一
が
こ
の
求
め
に
臆
じ
な
か
っ
た
の
は
、
都
税
務
司
や
批

験
茶
引
所
に
近
接
す
る
賓
源
庖
の
一商
税
徴
牧
に
お
け
る
重
要
性
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
五
箇
月
後
に
、
大
輿
鯨
三
里
河
菜
園
の
地

(
関
〉

六
十
三
畝
と
房
屋
十
五
聞
を
輿
え
た
の
は
、
そ
の
代
替
措
置
で
あ
ろ
う
。
三
里
河
菜
園
は
、
北
京
域
内
へ
主
要
な
商
品
搬
入
ル

1
ト
の
一
つ
で

あ
っ
た
崇
文
門
外
の
正
東
坊
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
房
屋
も
客
庖
や
場
房
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

貫
録
な
ど
で
は
官
庖
賜
輿
の
事
責
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、

先
の
宣
徳
四
年
の
携
識
か
ら
判
断
し
て
明
-初
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
官
庖
の

賜
興
が
始
ま

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
正
統
年
聞
に
入

っ
て
官
庖
の
賜
興
が
一

一層
進
ん
だ
こ
と
は
、

(
印
)

兵
科
都
給
事
中
葉
盛
の
「
資
給
軍
儲
疏
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

ひ
そ切

か
に
見
る
に
、
京
城
角
頭
等
虚
の
客
貨
を
停
積
す
る
客
庖
場
房
は
、
蓋
し
往
年
無
事
の
目
、
一

時
の
恩
賜
よ
り
出
で
、
皆
貴
近
動
戚

・

権
豪
勢
要
の
家
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
其
の
客

一一商
よ
り
得
る
と
こ
ろ
の
利
を
究
め
る
に
、

歳
を
以
っ

て
こ
れ
を
計
れ
ば
、
何
ぞ
鎧

『
皇
明
経
世
文
編
』
巷
五
九
に
牧
め
る
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寓
に
止
ま
ら
ん
や
。

上
奏
で
は
、
恩
賜
に
よ
り
燈
市
街
の
角
頭
な
ど
の
客
居
(官
庖
)
場
房
が
輿
え
ら
れ
た
時
期
を
漠
然
と

「
往
年
無
事
の
日
」

と
記
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
具
瞳
的
に
は
、

景
泰
二
年
四
月
、

土
木
の
努
以
後
増
大
し
た
軍
事
費
を
捻
出
す
る
目
的
で
提
出
さ
れ
た
こ
の
上
奏
時
期

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
土
木
の
饗
以
前
の
正
統
年
聞
を
指
し
て
い
る
。

葉
盛
は
、
身
分
的
特
権
者
に
賜
輿
さ
れ
た
官
庖
場
房
が
、
そ
の
経
営
に
よ

っ
て
客
商一
か
ら
毎
年
E
寓
の
利
益
を
奉
げ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の

牧
盆
性
に
着
目
し
て
い
る
。
ま
た
後
に
燭
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
客
庖
に
抱
え
込
ま
れ
た
無
籍
の
徒
に
よ
る
不
法
行
震
に
つ
い
て
も
暴
露
し
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て
い
る
。
こ
う
し
た
現
吠
認
識
を
踏
ま
え
て
、

あ
-
h

ワ
ゆ
る

伏
し
て
望
む
ら
く
は
、
聖
明
一
霞
(
戸
)
部
に
特
敷
し
て
順
天
府
に
行
令
し
、
在
京
の
臆
有
場
房
を
終
っ

て、

己
に
入
官
せ
る
を
除
く
の
外、
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其
の
徐
は
、
内
外
貨
近

・
動
戚
の
所
有
を
分
か
た
ず
童
数
査
勘
し
、
得
出
す
れ
ば
、
遁
ね
く
籍
記
を
行
な
い
在
官
し
、
本
府
正
官
に
督
委

整
理
せ
し
め
、
一
該
に
得
ベ
き
の
鋪
銭
は
以
っ
て
軍
儲
急
用
に
備
え
し
め
ん
こ
と
を
。
の
り
て
巡
視
御
史
に
行
し
て
季
毎
に
牧
支
質
教
を
稽

考
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
戸
部
に
救
令
し
順
天
府
に
命
じ
て
内
外
の
貴
近

・
動
戚
の
所
有
を
も
含
む
北
京
の
あ
ら
ゆ
る
場
房
を
調
査
し
、
官
に
登
録
さ

せ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
「
鋪
銭
」

を
軍
事
費
に
充
て
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

(ω
〉

り
、
英
宗
の
裁
可
を
承
け
た
こ
と
が
分
か
る
。

」
の
葉
盛
の
提
案
は
、
貫
録
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
に
従
う
」
と
あ

と
こ
ろ
で
、

(

飢

〉

れ
た
。

「
鋪
銭
」
と
は
具
盤
的
に
何
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
佐
久
間
氏
は
こ
れ
を
「
門
擬
税
」
す
な
わ
ち
門
擁
課
紗
と
理
解
さ

し
か
し
門
機
課
紗
で
あ
れ
ば
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
、

宣
徳
四
(
一
四
二
九
)
年
か
ら
場
房
に

劃
し
て
も
「
給
賜
と
自
置
と
を
分
か
た
ず
」
毎
開
月
に
紗
五
百
貫
が
課
税
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
妙
法
の
流
通
に
伴
な
い
何
度
か

(

位

)

減
額
さ
れ
、
正
統
十
二
三

四
四
七
)
年
に
は
四
十
貫
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
四
年
後
に
、
軍
事
費
を
捻
出
す
る
た
め
葉
盛
が
わ
ず
か
毎
開
四

十
貫
の
門
機
課
紗
を
、
身
分
的
特
権
者
所
有
の
場
房
か
ら
も
徴
牧
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、

除
り
に
少
額
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
新
た
な
財
源
と
し
て
、
特
権
者
が
場
房
の
所
有
者
と
し
て
手
に

い
れ
て
い
た
牙
銭
紗
と
場
房
紗
の
一
部
分
を
園
家
が
吸
い
上
げ
よ
う
と

(
臼
)

し
た
と
考
え
た
い
。
前
述
の
景
泰
二
年
十
月
の
太
醤
院
菌
土
張
鐸
の
重
税
批
剣
の
上
奏
も
、
お
そ
ら
く
葉
盛
の
提
案
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
改

ま
た
本
稿
で
も
先
に
鰯
れ
た
よ
う
に
、
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革
を
攻
撃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
賜
輿
さ
れ
た
官
庖
場
房
は
、
本
来
ど
の
様
に
運
営
さ
れ
て
レ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
引
用
し
た
正
徳

『
明
曾
典
』
巻
三
二

戸
部
・

庫
蔵
〈
課
程
〉
事
例
の
景
泰
五
年
令
が
そ
の
手
が
か
り
を
奥
え
て
く
れ
る。

其
の
各
官
に
給
賜
せ
る
一
幅
順
位
一
寸
庖
も
ま
た
例
に
照
ら
し
て

庖
毎
に
大
戸
二
名
を
余
し
看
管

し、

親
戚
を
容
留
し
て
家
人
と
詐
稿
し
、 季

を
按
じ
て
更
替
せ
し
む
。
一該
に
抽

(
分
)
す
べ
き
貨
物
は
各
官
の
親
属
を
し
て
掛
酌
抽
取
せ
し
め
、

お
よ

ず
。
伺
り
て
巡
視
場
房
御
史
に
行
し
て
訪
察
禁
草
せ
し
む
。
但
そ
姓
名
を
更
易
し
看
庖
を
営
求
し
、
及
び
牙
行
に
私
充
す
る
者
有
ら
ば、

庖
に
在
り
て
撹
擾
す
る
を
許
さ



軍
は
漣
衡
に
裂
し
充
軍
し
、
民
は
口
外
に
設
し
民
と
掲
さ
し
む
。

一
幅
順
庖
は
、大
輿
照
明
照
坊
の
燈
市
街
に
設
け
ら
れ
た
官
庖
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
賜
輿
さ
れ
た
官
庖
の
場
合
も
、園
家
の
官
庖
と
同
様
に
庖
毎
に

二
名
の
「
大
戸
L

を
そ
の
管
理
に
充
て
、

季
節
毎
に
交
替
さ
せ
て
い
る
。
「
大
戸
」
は
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
「
股
貫
大
戸
」
す
な
わ
ち
脂
長
の
こ

と
で
あ
る
。
特
権
者
に
賜
興
さ
れ
た
と
は
言
え
、
官
庖
同
様
に
園
家
の
径
役
制
度
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
巡
視
場
房
御
史
の
監
督
下
に
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
官
庖
を
賜
輿
さ
れ
た
特
権
者
は
、
所
有
者
に
と
ど
ま
り
自
ら
経
営
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
徴
牧
さ
れ
る
商
税
紗

・
牙
銭
紗

・
場
房
紗
の
う
ち
、
園
家
に
牧
め
ら
れ
る
爾
税
紗
を
除
い
た
牙
銭
紗
と
場
房
診
の
部
分
を
、

「鋪
銭
」
と
し

日
用
必
需
品
を
調
達
す
る
と
い
う
名
目
で
、
庖
頭
に
て
そ
の

一
部

を
直
接
商
人
か
ら
現
物
で
抽
分
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
特
に
過
度
の
牧
奪
が
行
な
わ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
、
親
層
以

(

臼

〉

外
の
親
戚
が
家
人
と
詐
稿
し
官
庖
に
出
入
り
す
る
の
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
園
家
に
よ
る
制
限
が
、

官
庖
の
賜
興
が
行
な
わ
れ
た
嘗
初
か

て
自
己
の
牧
入
と
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
彼
ら
は
、

ら
存
在
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
景
泰
五
年
に
始
ま
っ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
こ
の
時
期
の
外
戚

・
功
臣

・
官
官
な
ど

(

臼

)

身
分
的
特
権
者
層
の
勢
力
伸
長
や
、
廟
長
に
充
て
ら
れ
た
「
富
戸
」
の
逃
亡
波
落
と
官
僚
化
の
「
南
極
分
解
」
の
過
程
の
進
行
の
事
貧
か
ら
見

て
、
園
家
の
統
制
が
十
分
に
機
能
し
そ
の
運
営
が
廟
長
に
任
さ
れ
て
い
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
貫
際
に
は
そ
の
経
営
も
、
往
々
に
し

て
後
述
す
る
よ
う
な
「
家
人
」
や
都
市
の
「
無
頼
」
な
ど
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
黙
は
、
次
に
特
擢
者
が
私
創
し
た
客

庖
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
一

一層
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

2 

客
庖
場
房
の
私
創

北
京
で
私
創
さ
れ
た
客
庖
場
房
の
貫
例
を
検
討
し
よ
う
。

A
正
統
二
三
四
三
七
)
年
四
月
、
太
監
信
保
・
金
英
ら
は
勢
力
を
侍
ん
で

「
場
庖
」
(
場
房

・
客
庖
)
十

一
慮
を
勝
手
に
創
設
し
、
そ
れ
ぞ
れ
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無
頼
子
弟
を
使
っ
て
一
商
品
を
濁
占
的
に
か
き
集
め
、
甚
だ
嘗
時
の
弊
害
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
と
、
英
宗
は
錦
衣
衛
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に
命
じ
て
監
察
御
史
と
と
も
に
調
査
さ
せ
た
。
御
史
孫
容
と
錦
衣
衛
千
戸
李
得
は
、
一商
品
が
残
っ
て
い
る
も
の
は
荷
主
へ
そ
の
ま
ま
、
返
還

(
侃
)

し、

「
除
負
」
(
代
債
の
未
排
い
)
の
も
の
は
錦
衣
衛
に
追
徴
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
て
、
裁
可
を
承
け
た
。

(
肝
)

「
除
負
」
と
い
う
表
現
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
太
監
倫
保
・
金
英
ら
が
所
有
し
て
い
る
客
庖
場
房
で
は
、
無
頼
を
用
い
た
力
に
よ
る
強
制
を

伴
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
翠
に
倉
庫
業
を
経
営
し
保
管
料
を
取
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、

買
買
契
約
が
成
立
し
、

そ
の
結
果
と
し

て
の
一商
品
に
封
す
る
所
有
権
の
移
動
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
単
な
る
倉
庫
業
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
仲
買
問
屋
業
と
い
う
の
が
相
躍
し
い
。

B
正
統
元
年
十
二
月
、
仁
宗
第
二
女
慶
都
公
主
の
婿
の
鮒
馬
都
尉
焦
敬
は
、

そ
の

司
副
李
果
を
使
っ
て
文
明
門
外
(
起
用文
門
)
五
里
ば
か
り

の
と
こ
ろ
に
「
贋
鯨
庖
」
を
建
て
、
市
井
の
無
頼
を
か
き
集
め
、
牙
行
の
名
を
踊
り
一商一
人
か
ら
税
を
捲
き
上
げ
て
い
た
。
ま
た
武
清
鯨
馬

も
ん
ぱ
ん

駒
橋
で
も
磁
器
・
魚
・
藁
な
ど
を
積
ん
だ
車
輔
を
遮
り

(
客
)
庖
に
と
ど
め
て
都
に
向
か
わ
せ
な
か

っ
た
り
し
た
。
ま
た
閤
者
馬
準
に
張

(
槌
)

家
間

・
潔
陽

・
問
河
(
揚
州
)
な
ど
客
一
商
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
米
八
、

九
十
石

・
紗
千
貫
を
詐
牧
さ
せ
た
。

明
律
で
は
、
勝
手
に
牙
行
に
充
嘗
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
尉
馬
都
尉
焦
敬
は
崇
文
門
宣
課
分
司
の
近
く
に
贋
鯨
庖
を
設
け
、
牙
行
の

(
的
)

名
を
か
た
っ
て
「
一高一
販
の
者
を
詐
税
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仲
買
問
屋
業
務
や
一商
税
徴
牧
請
負
行
震
に
ま
で
及
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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C
天
順
年
間
(
一
四
五
七
J
六
四
)

禽
昌
侯
孫
縫
宗
の
弟
額
宗
は

家
人
を
使
っ
て
勝
手
に
「
庖
房
」
を
起
蓋
し
て
利
盆
を
濁
占
し
客
一商
を

苦
し
め
て
い
た
。
英
宗
は
、
李
賢
の
献
策
を
受
け
入
れ
て
そ
の
庖
房
を
援
し
家
人
を
慮
分
し
た
が
、
顛
宗
に
つ

い
て
は
し
ば
ら
く
罪
を
菟

(
初
)

じ
た
う
え
で
戒
告
昆
分
と
し
た
。

(
礼
)

曾
昌
侯
孫
忠
は
宣
宗
の
皇
后
の
父
で
、
そ
の
子
頴
宗
は
「
奪
門
の
功
」
に
よ
り
恩
寵
を
得
て
い
た
。
こ
の
利
盆
濁
占
も
、
同
様
に
強
制
を
伴
つ

た
仲
買
問
屋
業
務
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。

」
れ
ら
の
内
官
・
皇
親
・
外
戚
に
よ
る
客
庖
場
房
私
創
の
事
例
は

い
ず
れ
も
摘
護
や
弾
劾
を
受
け
て
明
る
み
に
出
た
も
の
で
、
氷
山
の

角
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

明
代
前
期
に
北
京
で
民
聞
の
客
庖
場
房
を
設
置
し
た
の
も
、
皇
帝
楼
カ
と
結
び
附

い
た
身
分
的
特
権
者
達
で
あ
っ
た
。

特
徴
的
な
の
は

倉
庫
業
務
の
み
な
ら
ず
仲
買
問
屋
業
務
へ
の
傾
斜
が
色
濃
く
看
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
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四
品
以
上
の
官
員
の
家
で
は
、
自
ら
こ
う
し
た
一
商
業
行
震
を
営
み
民
と
利
を
争
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
現
貫

に
六
科
給
事
中
や
十
三
道
監
察
御
史
ら
の
告
瑳
を
受
け
る
危
険
性
も
絶
え
ず
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
皇
帝
の
恩
寵
に
よ
り
賜
興
さ
れ
た
官
庖

は
、
か
か
る
特
権
者
の
一
商
業
行
震
を
臆
蔽
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
。

る
。
し
か
し
本
来
、

同
様
な
理
由
か
ら
、
貫
際
の
経
営
は
私
創
の
貫
例
で
見
た
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
「
無
頼
子
弟
」
「
市
井
の
無
頼
」
「
無
籍
の
徒
」
と
史
料

上
記
載
さ
れ
る
都
市
の
無
頼
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
商
品
流
通
の
も
た
ら
す
利
潤
の
お
こ
ぼ
れ
に
輿
か
り
都
市
に
寄
生
し
て
い
た
無
頼
屠
も
ま

た
、
特
権
者
の
強
力
な
庇
護
を
求
め
て
い
た
。
先
に
も
紹
介
し
た
葉
盛
の
上
奏
の
次
の
一
簡
は
、
官
庖
を
所
有
す
る
特
権
者
と
無
頼
と
の
こ
う

し
た
関
係
を
リ
ア
ル
に
俸
え
て
い
る
。

加
う
る
に
近
年
客
庖
往
々
容
留
せ
る
無
籍
の
徒
、
或
は
管
庖
と
競
稽
し
、
或
は
小
脚
と
叫
名
り
、
樺
豪
に
侍
侍
し
、
虚
し
く
聾
勢
を
張

つ

ど

う

ゆ

る

り
、
京
域
内
外
遠
近
の
去
昆
に
於
い
て
貨
物
を
謹
裁
し
、
客
(
一
商
)
の
便
を
容
さ
ざ
る
を
以
っ
て
す
。
甚
だ
し
き
は
、
銀
雨
を
歎
詐
し
、

人
命
を
打
死
し
、
震
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
に
至
る
。

」
れ
ら
の
客
庖
に
抱
え
込
ま
れ
た
「
無
籍
の
徒
」
が

管
庖

(管
理
人
)
や
小
脚
(
荷
携
ぎ
人
夫
)
の
名
を
嘱
り
、

北
京
城
内
外
で
特
権
者
の
擢
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勢
を
侍
ん
で
客
一商
か
ら
無
理
や
り
一
商
品
を
預
か
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
庭
じ
な
い
場
合
に
は
、

詐
欺
行
震
や
殺
人
事
件
に
ま
で
及
ぶ

な
ど
、
客
庖
(
官
庖
〉
を
舞
蓋
に
し
た
種
々
の
不
法
行
痛
を
暴
露
し
て
い
る
。

外
戚
・
功
臣
・
内
官
に
代
表
さ
れ
る
身
分
的
特
権
者
層
に
よ
る
官
庖
や
客
庖
所
有
の
進
展
は
、
皇
一
帝
の
恩
寵
を
背
景
に
無
頼
等
を
用
い
る
な

ど
、
力
に
よ
る
強
制
を
伴
っ
て
お
り
様
々
な
弊
害
を
引
き
起
し
た
。
そ
の
弊
害
は
、
大
約
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
そ
こ
を
舞
蓋
に
客
一爾一
に
劃
す
る

牧
奪
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
一商
品
流
通
の
阻
害
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
園
家
の
商
税
徴
牧
に
糾
到
す
る
妨
害
行
魚
、
即
ち
こ
れ
ら

が
前
述
し
た
正
規
の
官
庖
と
競
合
す
る
結
果
、
園
家
の
一
商
税
徴
牧
額
の
減
少
を
き
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
射
す
る
危
俣
の
念
は
、
先
の

錦
衣
衛
指
揮
使
在
瑛
が
賓
源
庖
の
下
賜
を
要
求
し
た
の
を
許
可
し
な
か
っ
た
際
に
も
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。

『
明
宣
宗
貫
録
』
巻
九
九
、
宣
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徳
八
年
二
月
丁
未
の
僚
に
見
え
る
北
京
の
商
税
を
め
ぐ
る
弊
害
も
、
こ
う
し
た
特
権
者
に
よ
る
官
庖
場
房
の
私
的
所
有
の
進
展
に
よ
っ
て
引
き
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起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

京
城
一
両
税
の
弊
を
禁
ず
。
時
に
言
う
も
の
有
り
、
在
京
権
豪

・
貴
戚
及
び
無
籍
の
徒
、
一
商
貨
を
停
積
し
官
税
を
隠
匿
す
る
者
あ
り
、
上
、

↑ν'LU山
wv

よ
く
首
す
る
者
有
ら
ば
、
妙
一
千
貫
を
賞
す。

行
在
刑
部
に
命
じ
て
掲
携
禁
約
せ
し
む
。
違
う
者
は
こ
れ
を
罪
す
む

こ
の
記
述
の
み
か
ら
は
、
一
商
品
を
保
管
し
た
場
所
が
賜
輿
さ
れ
た
官
庖
場
房
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
私
創
し
た
客
庖
場
房
で
あ

っ
た
の
か

は
、
あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

か
か
る
特
権
者
と
無
頼
の
徒
と
の
結
託
し
た
行
震
が
、
正
規
の
官
庖
経
営
と
競
合
し

た
り
一
商
税
徴
牧
の
妨
害
と
な
り
、

園
家
の
一商
税
徴
牧
額
の
不
足
を
も
た
ら
し
た
の
は
事
貫
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一商
税
が
銅
銭
や
銀
に
折
納
さ

れ
、
そ
の
財
政
的
意
義
の
増
大
し
は
じ
め
る
明
代
中
期
成
化

・
弘
治
年
聞
を
迎
え
る
と
、
こ
う
し
た
問
題
が
表
面
化
し
、
北
京
の
商
税
徴
牧
を

(

ね

)

め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

結

び
に
か
え
て
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本
稿
で
は
、

官
庖
場
房
の
性
格
を
倉
庫
業
務

・
仲
買
問
屋
業
務

・
一
商
一
税
徴
牧
の
三
者
を
包
括
し
た
複
合
的
施
設
と
し
て
捉
え
考
察
を
加
え
て

き
た
。
中
世
へ
の
逆
行
を
思
わ
せ
る
元
末
明
初
の
経
済
的
後
退
は
、
唐
宋
嬰
革
以
後
の
中
園
経
済
の
護
展
の
中
で
特
異
な
一
時
期
を
形
作

っ
て

い
る
。
明
-
初
洪
武
年
間
朱
元
遣
が
南
京
に
設
け
た
場
房
も
、
南
宋
の
臨
安
杭
州
の
民
営
化
さ
れ
た
そ
れ
と
は
異
な
り
、
か
か
る
経
済
的
後
退
を

前
提
に
園
家
が
主
導
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
運
営
も
廟
長
を
中
心
に
絡
役
制
度
の
シ
ス
テ
ム
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
る
な
ど
園
家

の
強
い
統
制
の
も
と
に
あ
っ
た
。
永
柴
七
年
に
制
度
化
さ
れ
た
北
京
の
官
庖
場
房
の
場
合
に
も
、
こ
の
南
京
の
方
法
が
受
け
継
が
れ
た
。

し
か
し
永
繁
一帝一に
よ
る
北
京
遷
都
の
選
揮
は
、
か
か
る
経
済
的
後
退
か
ら
の
脆
却
を
可
能
に
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
江
南
の
生
産
地
域
に
射

し
、
新
た
に
政
治
と
軍
事
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
首
都
北
京
と
そ
の
背
後
の
北
港
地
域
は
、
同
時
に
江
南
の
経
済
的
富
を
大
量
に
消

費
す
る
い
わ
ば
胃
袋
に
相
嘗
し
、
消
費
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
雨
者
を
結
合
す
る
役
割
を
捨
わ
さ
れ
た
大
運
河
を
中
心
と
す
る
南
北
の
物
資

明
初
に
園
家
の
統
制
下
に
運
営

(
税
糧
を
含
む
)
流
通
量
の
増
大
に
よ
っ
て
、

経
済
は
急
速
に
回
復
基
調
を
示
し
始
め
た
。

こ
う
し
た
中
で
、



さ
れ
た
複
合
施
設
と
し
て
の
官
庖
場
房
は
、
も
は
や
そ
の
使
命
を
終
え
つ
つ
あ
っ
た
。

初
め
に
倉
庫
業
務
や
仲
買
問
屋
業
務
の
利
潤
に
注
目
し
た
の
は
、
外
戚
・
功
臣
・
官
官
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
身
分
的
特
権
者
達
で
あ

っ
た。

彼
ら
は
、
賜
輿
や
私
創
な
ど
の
手
段
を
通
じ
て
官
庖
や
客
居
場
房
を
私
有
し
た
。

か
か
る
傾
向
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
北
京
の
み
な
ら
ず
、

(
日
〉

南
京
や
大
運
河
沿
い
の
諸
都
市
周
遁
で
も
慶
汎
に
展
開
し
て
い
た
。
但
だ
、
こ
う
し
た
場
合
も
、
多
く
は
そ
の
所
有
の
み
に
限
ら
れ
、
特
権
者

の
経
営
へ
の
開
輿
は
法
的
に
も
規
制
さ
れ
て
お
り
、
場
房
経
営
の
寅
際
の
捨
い
手
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
に
寄
生
し
て
利
潤
を

牧
奪
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
商
品
流
通
の
一
定
程
度
の
展
開
を
前
提
に
し
て
都
市
に
寄
生
す
る
無
頼
と
呼
ば
れ
る
階
層
も
、
彼
ら
の
下
で

そ
れ
ら
の
経
営
の
貫
務
を
措
嘗
し
た
が
、
仲
買
問
屋
業
務
の
措
い
手
と
し
て
貨
に
自
立
し
た
存
在
で
は
な
か

っ
た
。
彼
ら
は
一
方
で
、
税
糧

(

符

)

の
包
撹
な
ど
園
家
主
導
の
物
資
流
通
に
も
闘
典
し
寄
生
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
北
京
域
内
外
に
庖
鋪
を
有
す
る
鋪
戸
も
、
仲
買
問
屋
業
務
の

一
部
を
措
っ
て
い
た
。
嘉
靖
二
(
一
五
二
三
)
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

宛
卒
・
大
輿
南
麻
の
鋪
戸
数
は
二
高
二
千
六
百
七
十
二
戸
を
数
え
る
が
、
彼
ら
は
官
麗
必
要
物
品
の
調
達
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
絶
え
ず

(
%
)
 

園
家
の
牧
奪
を
受
け
や
す
か
っ
た
。

一
方
、
山
西
商
人
や
徽
州
一
一商
人
に
代
表
さ
れ
る
遠
隔
地
か
ら
の
外
来
一商
人
も
、

北
京
域
内
外
に
入
り
込
み
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定
着
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
明
代
前
期
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
影
は
史
料
上
に
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
こ
な
い
。
か

れ
ら
が
倉
庫
業
務
や
仲
買
問
屋
業
務
を
内
に
包
接
し
た
曾
館
・
公
所
を
北
京
で
設
立
し
始
め
る
の
は
、
明
代
後
半
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

(

竹

〉
た。

複
合
施
設
と
し
て
の
官
庖
場
房
か
ら
、
倉
庫
・
仲
買
問
屋
業
務
が
次
第
に
分
離
濁
立
し
て
い
く
に
伴
な
い
、
結
果
と
し
て
官
庖
は
一商
税
徴
牧

施
設
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
。
明
代
後
期
、
正
徳
年
聞
の
「
皇
庖
」
や
蔦
暦
鍍
税
期
の
官
庖
に
特
徴
的
に
一ホ
さ
れ
る
商
業
牧
奪
の
役
割
も
、

こ
う
し
た
歴
史
的
文
服
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

79 
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詰(

1

)

佐
久
関
重
男

「
明
代
の
倉
庫
業
に
就
い
て
」
東
洋
皐
報
三

一ho--
四
、

一
九
四
八
年
。

(
2
〉
加
藤
繁
「
唐
宋
時
代
の
倉
庫
に
就
い
て

」
『
支
那
経
済
史
考
詮』

上

巻
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
二
年
所
腹
、
原
載
一

九
二
五
年
。
「
居
停
と

停
場
」
同
番
所
枚
、
原
載
一
九
三
八
年
。
加
藤
氏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ

た
唐
宋
時
代
の
倉
庫
業
研
究
は
、
そ
の
後
日
野
開
三
郎
氏
や
斯
波
義
信

氏
に
よ
っ
て
よ
り
深
め
ら
れ
た
。
日
野
『
唐
代
邸
庖
の
研
究
』

一
九
六

八
年
、
同
『
績
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
一
九
七

O
年
、
斯
波
『
宋
代
一商
業

史
研
究
』
第
五
章
商
業
組
織
の
続
出
達
、
風
開
書
房
、
一
九
六
八
年
。

(
3
)

註
(
1
〉前
掲
佐
久
開
論
文
一

O
六
・
九
九
頁
、
及
び
同

「
明
代
に
お

け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一

γ
(二
)
」
史
皐
雑
誌
六
五
|
一

-

二
、
一
九
六
五
年
の
(
一
)
の
一一
一J
四
頁
参
照
。

(

4

)

許
大
鈴
「
明
代
北
京
的
経
済
生
活
」
北
京
大
皐
皐
報

一
九
五
九

四
。

(5〉

李
龍
潜
「
明
代
荘
図
的
設
展
和
特
貼
-
||
粂
論
皇
庖

・
場
房

・
屈
辱

等
工
一
商
業
的
経
営
性
質
」中
関
祉
舎
経
済
史
論
叢
二
輯
、
一
九
八
二
年。

鄭
克
長
「
明
代
的
官
庖

・
権
資
私
広
和
皇
庖
」
明
史
研
究
論
叢

一
瞬
、

一
九
八
二
年
。
王
続
鐙

「明
朝
動
費
興
販
牟
利
、

枯
勢
豪
奪
」

『莱益…

集
』
中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
。
斡
大
成
「
明
代
的
官
庖
輿
皇
居
」
故

宮
博
物
院
院
刊

一
九
八
五
年
四
期
。
越
毅
「
明
代
宗
室
商
商
業
活
動
及

祉
舎
影
響
」
中
園
史
研
究

一
九
八
九
l
一
な
ど
。
な
お
日
本
で
は
、
王

府
研
究
の
観
黙
か
ら
荘
田
と
遊
ぶ
財
源
の
一
つ
と
し
て
言
及
し
て
い
る

も
の
に
佐
藤
文
俊
コ
幅
王
府
と
明
末
農
民
反
乱
」
『
中
園
l
祉
舎
と
文

化
』
三
、
一
九
八
八
年
が
あ
る
。

(
6
)

『
明
太
租
貿
録
』
巻
一
四
、
甲
辰
(
至
正
二
十
四
年
〉
正
月
丁
卯
の

係、
A

叩
減
牧
官
庖
銭
。
先
是
設
官
広
以
征
一
商
。
上
以
其
税
太
多
病
民
、
故

命
減
之
。

(
7
〉

『
明
太
租
寅
録
』
径
一
て
壬
寅
(
至
正
二
十
二
年
)
十
月
辛
卯
の

梶
原
。

(
8
)

『
明
太
極
賓
録
』
巻
一

二
、
笑
卯
(
至
正
二
十
三
年
)
閏
三
月
丁
丑

の
係
。
同
書
巻
一
四
、
甲
辰
(
至
正
二
十
四
年
)
四
月
己
酉
の
係
。
な

お
商
税
率
に
つ
い
て
は
、

註
(
3
〉前
掲
佐
久
閲
重
男

「
明
代
に
お
け
る

一商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一
)
」
三
頁
が
詳
し
い
。

(

9

)

南
宋
の
場
房
に
つ
い
て
は
、
註
(

2

)

前
掲
加
藤
論
文

「
唐
宋
時
代
の

倉
庫
に
就
い
て
」

参
照
。

南
京
に
つ
い
て
は

『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
二
一

、
洪
武
二
十
四
年
八

月
辛
巳
の
僚
に、

詔
京
師
小
民
認
阪
者
、

母
入
場
坊
。
初
京
師
縞
験
、
軍
民
居
室
皆
官

所
給
、
連
廊
櫛
比、

無
復
隙
地
。
商
人
貨
物
至
者
、
物
或
止
子
舟
、

或
貯
子
域
外
民
居
。
駆
倫
之
徒
従
而
持
其
償
、
高
低
悉
聴
断
於
彼
、

一商
人
病
之
。
上
知
其
然
、
途
命
工
部
於
三
山
等
門
外
瀕
水
庭
魚
屋
数

十
極
、
名
目
場
坊
。一商
人
至
者
、
拍
汁
悉
貯
貨
其
中
、
銃
納
税
、
従
其

自
相
貿
易
、
駆
倫
無
所
興
、
筒
抜
稽
使
。
至
是
所
司
於
貧
民
負
飯

者
、
亦
駆
使
投
税
、
感
天
府
晋ノ高
守
雄
以
畳
間
言
、
唱
唖
命
挫
折之。

と
あ
る
。
南
京
の
場
坊
(
房
)
の
場
合
は
、
客
商
の
も
た
ら
す
商
品
を

牙
行
の
介
入
を
排
除
し
て
貯
蔵
す
る
倉
庫
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
場
房

に
一
時
預
け
ら
れ
た
商
品
は
納
税
後
、
客
一
商
一
に
よ
る
南
京
域
内
の
鋪
戸
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な
ど
と
の
自
由
な
寅
買
が
許
さ
れ
て
お
り
、
場
房
自
陸
に
は
仲
買
業
務

は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
註
(
日
)
に
あ
る
よ
う

に
場
房
で
は
、
倉
庫
保
管
料
に
あ
た
る
場
房
銭
の
ほ
か
に
菟
牙
銭
も
徴

枚
し
て
い
た
こ
と
自
慢
が
、
内
に
仲
買
問
屋
業
務
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
洪
武
『
京
城
圃
士
山
』
街
市
、

上
中
下
場

房

在

清

涼

門
外
、

屯
貧
段
疋

・
布
鳥
・

茶
・
堕
・

紙
・
蝋
等
賞
。

と
あ
る
。
な
お
南
京
の
場
房
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
氏
は

「洪
武
元
年
の
頃
」
と
し
て
い
る
が
、

南
京
の
都
城
建
設
過
程
な
ど
か

ら
剣
断
し
て
洪
武
二
十
四
年
を
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
と
推
定
さ
れ

る。

(m〉
愛
宕
松
男
「
朱
奥
図
と
張
奥
園
l
l初
期
明
王
朝
の
性
格
に
関
す
る

一
考
察
|
l」
『愛
宕
松
男
東
洋
史
皐
論
集
』
第
四
巻
、
三
一

書
房
、

一
九
八
八
年
所
段
、
原
載

一
九
五
三
年。

〈
日
)
詮
(

1

)

前
掲
佐
久
間
論
文
「
明
代
の
倉
庫
業
に
就
い
て
」
一

O
二
頁

参
照
。
「
和
遼
庖
等
場
房
」
の
用
例
は
、
本
文
六
五
頁
に
引
用
。

(
ロ
)
『
明
太
宗
賓
録
』
巻
五
七
、
永
楽
四
年
間
七
月
壬
戊
の
係
。

(
日
)
正
徳
『
明
舎
奥
』
巻
三
二
戸
部
・
庫
蔵
〈
課
程
〉
事
例
、

(
洪
武
〉
二
十
四
年
令
、
三
山
門
外
場
房
許
停
積
各
庭
客
一
商
貨
物
、

分
定
各
坊
府
長
看
守
。
其
貨
物
以
三
十
分
気
率
、
内
除
一
分
官
校
税

銭
ハ
外
)
、
再
出
菟
牙
銭

一
分
・

房
銭
一
分
輿
看
守
者
牧
用
。
貨
物

聴
客
商
自
責
。
其
小
民
間
褐
販
者
、
不
入
場
房
投
税
。

(

H

)

『
明
太
宗
貫
録
』
巻
八
四
、
永
祭
六
年
十
月
笑
巳
の
保
。
*
の
部
分

は
、
正
徳
『
明
曾
奥
』
巻
一
六
三
工
部
〈
抽
分
〉
事
例
の
永
祭
六
年
の

記
事
で
補
っ
た
。
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
張
爵
の

『
京
師
五
城
坊
巷

術
街
集
』
(
嘉
靖
三
十
九
年
刊
〉
を
参
照
。

(
日
)

『
明
太
宗
貫
録
』
各
一
一

一八、

永
築
十
七
年
十

一
月
甲
子
の
係
。

(
日
)
『
明
英
宗
貧
録
』
巻
一
一
一
五
、
正
統
二
年
十
月
丁
卯
の
僚
、

行
在
戸
部
奏
、
麗
正
等
門
己
改
作
正
陽
等
門、

其
各
門
宣
謀
司
等
街

門
仰
冒
沓
名
、
宜
改
従
今
名
。
の
移
行
在
薩
部
更
鋳
印
信
、
行
在
吏

部
改
書
官
制
。
従
之
。

(
口
〉
北
京
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

O
年
。

(
日
〉
縛
公
鍛
「
明
代
北
京
的
城
垣
」

『
北
京
文
物
輿
考
古
』
純
一
輯
、
一

九
八
三
年
。

(
凶
〉
陳
高
華
『
元
大
都
』
北
京
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。
佐
竹
靖
参
謀
『
元

の
大
都
1
l
h
マ
ル
コ・

ポ
l
ロ
時
代
の
北
京
||
』
中
公
新
書
、

一
九

八
四
年
。

(
却
)
上

・
下
角
頭
に
つ
い
て
は
、
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
五
九
、

薬
盛

「
資
給
軍
儲
疏」、

切
見
、
京
城
角
頭
等
慮
停
積
客
貨
客
庖
場
房
、
蓋
往
年
無
事
之
目、

出
於

一
時
恩
賜
、
皆
居
間
貴
近
勅
戚

・
権
豪
勢
市
女
之
家
所
有
。

(
幻
〉
東
大
市
街
に
つ
い
て
は
、

『
明
英
宗
貧
録
』
巻
二
一

、
正
統
元
年
八

月
辛
卯
の
燦
に、

命
在
京
批
験
茶
引
所
大
使
幣
枚
東
大
市
街
場
房
沙
謀
、
従
順
天
府
否
ノ

盆
安
濃
奏
請
也
。

と
あ
る
。
批
験
茶
引
所
(
澄
清
坊
)
の
位
置
か
ら
剣
断
し
て
、

東
四
牌

補
償
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

(
幻
〉
張
爵

『
京
師
五
城
坊
巷
術
街
集
』

中
城
、
ま
た
正
徳
『
明
舎
典
』
各

一一一
一
一
戸
部

・
庫
蔵

〈
課
程
〉

事
例
の
景
泰
五
年
令
に
も
「
普
安
等
一一一

広
」
と
あ
る
ハ
本
文
七

O
頁
引
用
〉
。

- 81ー



82 

張
爵
『
京
師
五
域
坊
巷
術
術
集
』
中
減
。

張
爵

『
京
師
五
城
坊
巷
術
街
集
』
西
城
。

『
明
英
宗
質
録
』
径
一
一
一
四
、
正
統
九
年
十
二
月
丙
辰
の
係
、

置
官
房
於
彰
義
門
牧
商
柏
戸
課
紗
、
従
正
陽
門
宣
諜
司
奏
請
也
。

(お〉

正
徳
『
明
舎
典
』
巻
三
二
戸
部

・
康
蔵
〈
課
程
〉
事
例
の
景
泰
二
年

令。

本
文
六
五
頁
引
用
。

(
幻
〉
註
〈
日
)
前
掲
の
正
徳

『
明
舎
典
』
径
三
二
戸
部
・
庫
蔵

〈
課
程
〉
事

例
の
洪
武
二
十
四
年
令
。

(
お
〉
『
明
太
租
貫
録
』
巻

二
二
五
、

洪
武
十
四
年
正
月
(
是
月
)
の
係
、

正
徳

『
明
曾
典
』
巻
一
二
戸
部
・
戸
口
〈
損
造
寅
加
〉

事
例
の
洪
武
十

四
年
詔
。

(
却
)
『
明
宣
宗
貫
録
』
巻

一九、

宣
徳
元
年
七
月
庚
申
の
係
。

(
ぬ
)
拙
稿
「
明
初
北
京
へ
の
富
民
層
強
制
移
住
に
つ
い
て
|
|
所
謂

『富

戸
』
の
軌
跡
を
中
心
に

l
1」
東
洋
事
報
六
四
|
一
・
二
、

一
九
八
三

年
参
照
。

(
む
)
弘
治
五
年
以
後
に
は
一
商
税
の
み
な
ら
ず
場
房
・
菟
牙
の
二
項
の
銭
紗

も
折
銀
化
さ
れ
て
戸
部
に
迭
り
内
府
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
『
前
向
暦
舎
計
録
』単
位
一
五
附
荘
因
子
粒
〈
沿
革
事
例
〉
の
正
徳
十

六
年
戸
部
侍
郎
秦
金
の
題
格
、
及
び

『
明
世
宗
貫
録
』
各
五
、
正
徳
十

六
年
八
月
乙
未
の
候
。

(
沼
)
正
徳

『
明
曾
山
内
』
谷
一
一
一
一
一
戸
部
・

鹿
蔵

〈
課
程
〉
事
例
の
景
泰
二
年

令
。
本
文
六
五
頁
引
用
。

(
お
)
『
明
英
宗
寅
録
』俳
句
二
て
正
統
元
年
八
月
辛
卯
の
係
。
『
明
世
宗

貫
録
』
各
五
、
正
徳
十
六
年
八
月
乙
未
の
係
、

叉
費
源
・

吉
慶
二
庖
一
該
納
課
程
、
弘
治
以
前
係
順
天
府
批
験
茶
引
官

(
お
)

(
剖
)

(
お
)

踊
市
牧
受
、
妓
季
解
部
、
進
内
府
。

(
制
)
正
徳

『
明
舎
奥
』
各
三
二
戸
部

・
庫
磁
〈
課
程
〉
事
例
の
正
統
十
二

年
令
。
本
文
六
五
頁
引
用
。

(
お
)

正
徳

『
明
舎
奥
』
径
三
二
戸
部

・
庫
蔵
〈
課
程
〉
事
例
。

(
お
)

『
明
英
宗
貧
録
』
径
八
八
、
正
統
七
年
正
月
庚
寅
の
係
。

(
幻
)
正
徳

『
明
舎
閣
官
経
三
二
戸
部
・
庫
蔵

〈
課
程
〉
事
例
。

(
お
)

『
明
英
宗
寅
録
』
巻
二

O
九、

景
泰
二
年
十
月
丙
子
の
係
。

(
鈎
)

戸
部
向
書
金
源
は
、
土
木
の
襲
の
際
の
軍
事
費
の
増
大
に
削
到
底
し
て

財
政
的
立
て
直
し
を
行
な

っ
た
有
能
な
財
務
官
僚
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

税
牧
増
加
を
ね
ら
っ
た
こ
の
措
置
に
射
し
彼
が
全
く
関
知
し
て
い
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

『
明
史
』
各

一
六

O
、
金
灘間
問
。

(
必
)
こ
の
「
牧
税
則
例
」
が
、

一
般
的
な
一商
税
則
例
で
は
な
く
(
官
庖
)

場
房
の
牧
税
則
例
で
あ
る
黙
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿

「
明
代
後
牢

期
江
南
諸
都
市
の
一
商
税
改
革
と
門
機
銀
」
集
刊
東
洋
皐
六

O
、

一
九
八

八
年
の
註
(
但
)
で
指
摘
し
た
。
た
だ
し
「
北
京
都
税
司
」
の
牧
税
則
例

と
し
た
の
は
正
確
で
は
な
か

っ
た
。
本
稿
で
考
察

し
て
い
る
よ
う
に

「
正
陽
門
宣
課
司
(
祭
文
門
宣
課
分
司
を
も
含
む
)
」
の
則
例
と
訂
正

し
た
い
。
こ
の
牧
税
則
例
は
お
よ
そ
二
百
種
類
の
商
品
か
ら
な

っ
て
い

る
。
山富
然
の
こ
と
な
が
ら
農
具

・
書
籍
や
日
用
雑
貨
、
主
食
と
し
て
の

米
毅
な
ど
の
菟
税
品
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
り
こ
の

時
黙
、
と
く
に
明
代
前
半
期
の
北
京
に
も
た
ら
さ
れ
主
に
民
間
で
消
費

さ
れ
た
商
品
の
大
要
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
則
例
に
載
せ

る
商
税
額
を
三
十
倍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
時
の
物
債
を
推
定
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
手
工
業
製
品

で
は
各
種
織
物
や
製
糸
な
ど
の
繊
維
製
品
及
び
陶
磁
器

・
製
紙
、
議
開
材
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や
香
料
な
ど
の
著
mv
・
晴
好
品
が
高
額
の
一商
品
と
し
て
存
在
し
て
い
た

こ
と
、
比
較
的
低
債
格
の
野
菜
や
果
物
な
ど
の
各
種
生
鮮
食
料
品
に
針

し
て
も
課
税
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

(

H

U

)

正
徳
『
明
曾
奥
』
巻
一
一
二
六
刑
部

〈
計
臓
時
佑
〉
事
例
に
よ
れ
ば
、

「
て
羅
段
布
絹
総
綿
之
類
」
の
中
で
は
「
綜
紙
一
疋
二
百
五
十
貫
」

と
あ
り
、
最
も
高
債
に
見
積
ら
れ
て
い
た
。

(
M
M

〉

『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
径

一
九
戸
部
類

・
私
茶

〈
抽
分
猪
羊
例
〉
。

〈
必
〉
註
(

9

)

前
掲

『
明
太
祖
貫
録
』
巻
一
二

て

洪
武
二
十
四
年
八
月
辛

巳
の
篠
参
照
。

(

H

H

)

註
(

U

)

参
照
。

(
必
)

『
皇
明
傑
法
事
類
纂
』
各

一
九
戸
部
類
・
私
茶
〈
崇
文
門
抽
分
禁
革

好
弊
利
(
例
?
〉
〉
の
コ
一
日
稽
適
(
一商
?
)
税
以
験
課
税
」
参
照
。

(
必
)
九
門
を
通
過
す
る
際
に
は
、
九
門
税
紗
も
徴
枚
さ
れ
た
。
遇
税
の一

種
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
鰯
れ
な
い
。
こ
の
税
紗
も
宣
徳
四
年

に
紗
法
と
の
密
接
な
関
係
を
有
し
て
設
け
ら
れ
た
。
『
寓
麿
舎
計
録
』

巻
四
一
二
、

雑
謀
の
宣
徳
四
年
奏
准
。

(
幻
)
例
え
ば
専
賓
口
問
の
堕
の
場
合
、
張
家
湾
の
批
験
所
で
製
動
草
さ
れ
た
引

監
は
祭
文
門
宣
課
分
司
に
報
告
納
税
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

正
徳
『
明
舎
奥
』
巻
三
六
戸
部

〈
種
法
〉

事
例
の
景
泰
元
年
令
。

(
泊
四
)
も
ち
ろ
ん
代
納
業
者
の
存
在
も
知
ら
れ
る
が
、
記
述
を
簡
略
に
す
る

た
め
こ
こ
で
は
燭
れ
な
い
。
牙
行
な
ど
の
納
税
請
負
行
盛岡
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
明
代
の
牙
行
に
つ
い
て
|
|
簡
税
と
の
関
係
を
中
心
に

l
l」
『
山
根
幸
夫
数
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
一
九

九
O
年
参
照。

(
約
)

『
明
英
宗
質
録
』
巻
六
七
、
正
統
五
年
五
月
美
卯
、

(
前
略
〉
奮
例
順
天
府
置
簿
褒
在
京
宣
謀
等
司
、
目
録
客
商
姓
名
・

投
税
物
貨

・
該
納
税
妙
一
数
目
、
季
終
稽
験
。

(
印
)
明
代
後
半
の
事
例
で
あ
る
が
、
蔦
暦

『
明
品
目
典
』

巻
三
五
戸
部

・
課

程

〈
商
税
〉

に、

嘉
靖
十
年
令
、
(
中
略
)
其
崇
文
門
客
貨、

例
一
該
一
二
百
五
十
貫
以

上、

起
脇
陣赴
庖
者
、
止
照
分
司
原
税
之
数
迭
納
、

不
許
加
枚
。
分
司

政
過
燦
由
、
卸
日
開
迭
順
天
府
、
縛
設
該
庖、

賞
令
批
験
茶
引
所
迫

校
、
妓
季
完
解
、
不
許
侵
刻
抱
欠
。

と
あ
り
、

ま
た
嘉
靖
乙
未
(
十
四
年
)
刊

『
園
相
南
北
雨
京
路
程
』

(牧
田
諦
亮

『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
下
、
法
磁
館
、

一
九
五
九
年
所

牧
)
に
は
、

〈
張
家
湾
〉

十
(
上
?
)
中
下
三
馬
頭
、
中
好
歌
大
虹
。
遁
開
但
有

間

T
v
・

貨
物
赴
宣
課
司
投
税
貨
歩
、
出
票
入
城
。
貨
多
出
口
至
滅
入
場
房
、

拍
?

有
合
抽
分
物
貨
、
請
内
官
到
司
口
分。

一
腹
紅
隻
、
登
在
此
雇
草
入

六
。
t

域
。
至
京
口
口
十
里
、

土
橋
前
閥
至
通
州
十
五
里。

と
あ
り、

張
家
湾
で
も
商
品
が
大
量
の
場
合
、
威
内
の
場
房
に
一
時
牧

容
し
内
宮
の
抽
分
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

(日〉

『
明
英
宗
貧
録
』
巻
四
二
、
正
統
三
年
五
月
乙
菌
、

監
察
御
史
鄭
願
奏
、
張
家
器開
宣
謀
司

・
祭
文
門
分
司
、
毎
週
一
商
貨
販

到
積
至
数
多
、
方
差
内
官

・
錦
衣
術
官
抽
盤
、
不
無
停
滞
損
壕

(云

〉々
。

(
臼
)

後
代
の
事
例
で
あ
る
が
、

乾
隆
四
十
三

(
一
七
七
八
)
年
嘗
時
通
州

城
の
東
門
外
に
は
永
茂

・
永
成

・一
踊
緊

・
湧
源
の
四
大
堆
房
が
設
け
ら

れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
に
は
、
山
東

・
河
南

・
北
直
殺
の
大
名
や
天
津

・

江
南
の
徐
州
な
ど
で
生
産
さ
れ
る
褒
が
大
運
河
を
利
用
し
て
北
京
に
搬

- 83ー



84 

入
さ
れ
る
際
、
一
時
貯
蔵
さ
れ
た
。
そ
の
保
管
料
(
こ
の
場
合
、
仲
介

手
数
料
を
も
含
む
)
も
、
使
用
期
聞
に
関
わ
ら
ず
代
債
の
一
割
で
あ
っ

た
。
乾
隆
『
遜
州
志
』
各
一

O
慈
文
志
「
査
緋
堆
房
堆
貯
客
褒
疏
」
、

該
州
東
関
有
永
茂

・
永
成
・
一
繭
薮
・
湧
源
四
大
堆
房
、
怨
石
無
論
停

貯
久
暫
、
得
償
一
分
租
給
一商
人
堆
貯
、
陸
績
賞
給
京
城
及
通
州
本
地

鋪
戸
。

(
臼
)
『
明
宣
宗
貸
録
』
巻
五

O
、
宣
徳
四
年
正
月
乙
丑
の
線
。

(
臼
)

註
(

2

)

前
掲
加
藤
論
文

「居
停
と
停
場
」
で
は
、
倉
庫
業
務

・
仲
買

問
屋
業
務
を
意
味
す
る
「
居
停
」
に
射
し
、
「
停
場
」
は
宋
代
照
寧
以

後
に
は
も
っ
ぱ
ら

「
買
占
め
貯
蔵
す
る
」
と
い
う
投
機
的
行
震
に
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
後
者
を
含
め
て

一

般
的
に
倉
庫
・
仲
買
問
屋
業
務
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

(
日
)

『
明
太
宗
明
且
録
』
巻
二
五
五
、
永
繁
二
十
一
年
正
月
庚
貨
の
僚
に
は

巡
妓
山
東
聡
察
御
史
隙
済
の
建
白
と
し
て
、
准
安

・
碗間信
T

・
東
昌
・

臨

清

・
徳
川

・
直
治
の
大
運
河
沿
い
の
都
市
で
、
遷
都
賀
施
二
年
後
の
時

黙
で
す
で
に
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
荷
品
が
、
「
往
時
」
に
比
べ
て

倍
増
し
て
い
る
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
首

都
北
京
へ
の
商
品
流
通
の
檎
大
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

(
日
刊
)
明
代
中
期
の
事
例
で
は
、
成
化
年
間
内
侍
梁
芳
に
輿
え
ら
れ
て
い
た

燈
市
街
の
和
逮
庖
は
、
弘
治
一
帝
が
即
位
す
る
と
、
妃
張
氏
の
父
都
督
同

知
張
轡
に
改
め
て
下
賜
さ
れ
た
。
そ
の
後
張
皇
后
の
賀
弟
張
鶴
齢
と
そ

の
母
金
氏
に
射
し
、
同
じ
く
燈
市
街
の
賓
源
庖
併
せ
て
一
四
三
聞
が
賜

輿
さ
れ
て
い
る
。
『
明
孝
宗
貧
録
』
巻
四
、
成
化
二
十
三
年
十
月
壬

申
、
同
書
巻
七
四
、
弘
治
六
年
四
月
葵
卯
、
同
書
巻
一
一
六
、
弘
治
九

年
八
月
辛
丑
の
傑
。
賓
源
庖
は
、

景
泰
一帝
の
外
戚
、
在
決
、
か
か
っ
て
賜
奥

を
求
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
重
要
性
の
故
に
許
可
さ
れ
な
か
っ

た
官
庖
で
あ
っ
た
。
外
戚
張
一
族
は
、
三
度
に
わ
た
る
賜
輿
で
和
逮

・

宵
源
庖
の
如
き
代
表
的
官
底
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

E
額
の
枚
盆

を
あ
げ
、
北
京
の
商
品
流
通
に
射
し
で
も
紹
大
な
影
響
力
を
持
つ
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)

『
明
史
』
巻
三
O
O外
戚
列
惇

・
在
泉
問
問
。

(
臼
)

『
明
英
宗
貫
録
』
各
一
九
四
、
景
泰
元
年
七
月
笑
卯
、

以
大
輿
豚
三
里
河
菜
園
地
六
十
三
畝

・
房
屋
十
五
問
、

賜
錦
衣
衛
指

揮
迂
瑛
。

(
臼
)

『
明
英
宗
貧
録
』
巻
二

O
三、

景
泰
二
年
四
月
辛
巴
の
際
に
よ
り
、

こ
の
葉
盛
の
上
奏
の
時
期
が
判
明
す
る
。

(
印
)
註
(
印
〉
参
照
。

(
日
)
註
(

3

)

前
掲
佐
久
間
論
文

「明
代
に
お
け
る
爾
税
と
財
政
と
の
開

係

(
一
)
・
(
二
)
」
(
二
〉
の
四
八
頁
。

『
明
史
稿
』
巻
一
六

O
奨
盛

憾
に
は
、

京
城
市
塵
悉
勅
戚
所
置
、
月
徴
其
税
、

(
業
)
盛
以
園
用
不
給
、
請

籍
之
於
官
、
以
其
税
佐
軍
飼
。
比
自
従
之
。

と
あ
る
。

『
明
史
稿
』
の
編
者
が
何
に
基
づ
い
た
の
か
は
目
下
の
と
こ

ろ
確
定
で
き
な
い
が
、
「
市
塵
」
の
所
有
者
で
あ
る
功
臣
・
外
戚
が
毎

月
納
入
す
る
門
機
税
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
位
)

『
明
宣
宗
貫
録
』
巻
五
五
、

宣
徳
四
年
六
月
壬
寅
の
際
及
び

『
明
英

宗
貫
録
』
巻

一
五

O
、
正
統
十
二
年
二
月
笑
巳
の
保
。

(
日
)
こ
の
部
分
を
『
明
英
宗
貫
録
』
巻
二
O
三、

景
泰
二
年
四
月
辛
巴
の

僚
で
は
、
「
妓
季
枚
妙
、
以
資
軍
飼
」
と
明
瞭
さ
を
敏
い
た
表
現
を
取
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っ
て
い
る
。

(
臼
〉
佐
久
間
氏
は
註
(
1
〉
前
掲
論
文
一

O
六
頁
で
、
「
一
該
一
拍
貨
物
、
各
官

親
属
制
酎
酌
抽
取、

不
許
容
留
親
戚
、
詐
稽
家
人
、
在
庖
捜
擾
。
」
の

「
各

官
」
を
官
庖
の
運
管
に
あ
た
る
「
主
務
官
」
H
H

「
殿
賓
の
大
戸
」
と
理

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
賜
輿
さ
れ
た
官
庖
の
所
有
者

で
あ
る
身
分
的
特
権
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
出
〉
註
(

m

却
)
前
掲
拙
稿
「
明
初
北
京
へ
の
富
民
層
強
制
移
住
に
つ
い
て

-

1

所
謂
『
富
戸
』
の
軌
跡
を
中
心
に
|
|
」
の
三

移
住
者
後
萄
の

軌
跡
、
参
照。

(
伺
)
『
明
英
宗
賓
録
』
巻
二
九
、
正
統
二
年
四
月
壬
申
、

太
監
泊
四
保
・
金
英
等
侍
勢
私
創
場
庖
十

一
慮
、
各
令
無
頼
子
弟
、
覇

集
商
貨
、
甚
置
同
時
害
。
事
開
、

上
命
錦
衣
街
同
監
察
御
史
治
之
。
御

史
孫
容

・
千
戸
李
得
奏
、
格
物
質
存
者
給
主
、
除
負
者
令
錦
衣
街
徴

究
。
有
旨
、
従
之
。
(
云
々
)
。

(
釘
)
加
藤
繁
「
宋
代
の
商
慣
習
『
除
』
に
就

い
て
」
『
支
那
経
済
史
考

詮
』
下
谷
、
東
洋
文
庫
、

一
九
五
二
年
所
枚
、
原
載
一
九
四
四
年。

(
回
)
『
明
英
宗
寅
録
』

各
二
五
、
正
統
元
年
十
二
月
甲
申
、

鮒
馬
都
尉
焦
敬
令
其
司
副
李
果
、
於
文
明
門
五
里
建
康
鯨
庖
、

集
市

井
無
頼
、
仮
牙
行
名
、
詐
税
一
商
販
者
、
銭
積
数
十
千
、

叉
於
武
清
照

馬
駒
橋
遮
裁
磁
器
魚
薬
数
車
、

留
庖
不
透
。
叉
令
閥
者
馬
進
於
張
家

湾
・
深
陽
・
閑
河
(
揚
州
)
諸
通
商
販
庭
、
詐
牧
米
八
九
十
石、

紗

以
千
計

(
云
々
)
。

な
お
公
主
の
女
婿
た
る
騎
馬
都
尉
は
、
す
で
に
商
業
な
ど
を
営
む
金
持

ち
の
子
弟
が
内
官
に
射
す
る
賄
賂
な
ど
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
『
明
孝
宗
貫
録
』
巻
一

O
三
、
弘
治
八
年
八
月
甲
成
の
僚
に

見
え
る
例
は
、
物
議
を
か
も
し
賄
賂
工
作
が
失
敗
に
終
っ
た
例
で
あ
る

が、

蛍
時
の
一
般
的
趨
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
的
)

註
(
川
崎
)
前
掲
拙
稿
「
明
代
の
牙
行
に
つ

い
て
|
|一商
税
と
の
関
係
を

中
心
に
|
|
」
参
照
。

(刊山)

李
賢
『
古
顔
集
』
袋
二
五
「
天
順
日
銀
」、

曾
昌
侯
弟
願
宗
家
人
私
起
庖
房
、
専
利
以
病
客
一
商
。
事
問
、
上
召

(李
)
賢
目
、
由
孟
親
宣
可
如
此
。
法
之
不
行
、
自
上
犯
之
。
賢
針

目
、
若
陛
下
以
至
公
断
之
、
誰
不
畏
服
。
乃
命
致
其
房
、
家
人
抵

法
、
願
宗
姑
莞
其
罪
而
戒
之。

(九〉

『
明
史』

巻
三
O
O
外
戚
列
停

・
孫
忠
停
。

(

η

)

正
徳
『
明
曾
典
』
径
三
六
戸
部
〈
盤
法
〉

事
例
の
洪
武
二
十
七
年
の

記
事
。
ま
た
『
明
太
宗
寅
録
』
径
一

O
九
、
永
築
八
年
十
月
乙
未
の
篠

に
も
、
公
・
侯

・
都
督
の
家
人
子
弟
の
醸
の
開
中
行
震
に
関
連
し
て

「
朝
廷
申
明
奮
制
、
四
品
以
上
官
員
之
家
、
木
許
輿
民
争
利
。」

と
あ

る
。
な
お
中
山
八
郎

「
開
中
法
と
占
窟
」
『
池
内
博
士
還
暦
記
念
東
洋

史
論
叢
』
座
右
賓
刊
行
舎
、

一
九
四
O
年
に
よ
れ
ば
、
正
統
年
聞
に
な

る
と
律
文
を
無
視
し
て
勢
要
官
員
が
公
然
と
親
腐
家
人
の
名
義
で
開
中

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
蛍
該
時
期
、
彼
ら
は
身
分
的
特
穫

を
利
用
し
様
々
な
商
業
活
動
に
関
輿
し
始
め
て
い
た
。

(
明
日
〉
明
代
中
期
、
と
く
に
喬
税
官
膝
へ
監
督
官
と
し
て
御
史
と
戸
部
主
事

を
波
遣
す
る
こ
と
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
改
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
冗
)

南
京
の
例
で
は
、
『
明
英
宗
賓
録
』
巻
二
二

O
、
景
泰
三
年
九
月
辛

卯
の
僚
に
内
宮
が
上
奏
し
て
場
房
を
求
め
た
例
、

『
明
英
宗
貫
録
』

巻

二
四

O
、
景
泰
五
年
四
月
己
酉
の
僚
に
勢
要
の
家
が
、
上
新
河
や
水
西
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門
の
官
地
に
場
房
を
勝
手
に
設
け
た
例
。
雨
京
以
外
で
は
、

『
明
英
宗

貫
録
』
各
二

O
て

景

泰
二
年
二
月
丁
酉
の
僚
に
河
西
務
や
直
治
(
天

津
)
で
無
頼
が

「
皇
親
及
び
内
官
の
家
人
」
と
詐
穂
し
客
庖
を
経
営
し

て
い
た
事
例
が
見
え
る
。

(
市
)
『
明
英
宗
賞
録
』
径

一
八
七
、
景
泰
元
年
正
月
辛
丑
の
後
、

戸
部
奏
、
奮
制
民
開
銭
糧
、
親
自
迭
納
、
其
有
無
頼
包
撹
者
、
慮
以

重
刑
、
籍
汲
其
家
。
今
在
京
官
舎
軍
民
中
多
有
無
頼
之
徒
、
於
直

治
・
張
家
湾

・
良
郷

・
虚
溝
橋
諸
慮
、
侠
侯
迭
納
之
人
経
過
、
滋
至

酒
摩
或
借
優
之
家
、
多
方
引
誘
包
撹
代
納
。
(
云
々
)
。

(
苅
)
拙
稿
「
明
代
北
京
に
お
け
る
鋪
戸
の
役
と
そ
の
銀
納
化
|
|都
市
商

工
業
者
の
質
態
と
把
握
を
め
ぐ
っ
て
||
」

歴
史
六
二
、
一
九
八
四
年

参
照
。

(
作
)
李
肇
編
『
明
情
以
来
北
京
工
一商
舎
館
碑
刻
選
縞
』
の
「
前
言
|
|
明

清
以
来
北
京
的
工
商
業
行
曾
」
文
物
出
版
社
、
一
九
八
O
年
参
照
。
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Instead of considering Wu 物being dominated by Tiandi 天地, Ye

Shi emphasized the parallelrelationship between the two whose substance

should be simultaneously Qi 気According to his theory, Li理and Dao

道are in both Tiandi and Wu, and they are in no sense superior to Tiandi

and xｖｕ｡

　　

Ye Shi went further that mankind, who also belongs to Wu, realizes

usefulness (Yong用)ｏｆ Wu through his labor (Qinlao勤笏).Thiｓ idea

is a crucial point for the formation of his utilitarianisticand realistic

ideology, as was called Shigongpai 事功派in those days｡

　　

Interpreting the unitary Principle divided into two natures, the Yin

陰and Yang 陽, Ye Shi further stressed the dominant role of the latter

but at the same time not neglecting the importance of mutual harmonization

(Zhongyong中庸).Ａs the above concept was applied to the country, the

role of Furen富人(wealthy people,the landlord class)had to be recognized.

　　

THE GUANDIAN 官店・TAFANG場房IN PEKING AND

COMMERCIAL TAXATION IN THE EARLY MING DYNASTY

Aramiya Manabu

　　

Preceding studies have regarded the Guandian and　Tafang in　the

Ming dynasty as a kind of warehouse, and investigated it from the view

of the development of the commercial structure. This paper illustrates

that they had very much to do with the commercial tａχation and trade,

and describes them as performing ａ　complex　function as　warehouse,

brokerage and commercial tａχationｏ伍ｃｅ.

　　

In 1409, the Ming government founded the Guandian and Tafang in

Peking. The government took the initiative as in Nanking, in order to

deal with the serious decline in the economy in the early Ming. They

were around the Gulouxiadaiie 鼓棲下大街in the north of the Peking

city,and the Dengshijie 燈市街in the south of the city, where had been

the commercial center since the Yuan dynasty. χiangzhang廂長under

the Lijia 里甲system was responsible for the management. In the early
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Ming, merchants carrying abundant goods were nearly obliged to use this

facility, and besides the storage fee and the brokerage, they had to pay

commercial tａχ(each of them was 1/３０of commodity price)｡

　　

Afterward, the privileged class including imperial relatives, meritorious

ministers and eunuchs took notice the profitabilityof Guandian and Tafang.

As

　

they

　

were

　

given

　

Guandian

　

and

　

Tafang as　rewards　and　founded

Kediantafang客店場房without permission, the privileged class gradually

came to insist on the private ownｅ.ｒｓhipof them. The competition between

their private Tafang and the public Guandian caused the decrease of

commercial tａχation. Through the separation of the warehousing business

and brokerage from the compleχ Guandian and Tafang system, Guandian

came to work mainly as commercial tａχationoffice in the late Ming period.

THE RISE OF THE NANZHAO KINGDOM 南詔國

　　　　　　　　　

Hayashi Kenichiro

　　

Many studiesof Nanzhao kingdom have focused on itstribalattribution.

０ｎ the other hand, many other studies have stressedthe importance of the

growth of imperial Meng 蒙family's power as ａ crucial element for the

riseof the kingdom.　This paper explains the birth of the Nanzhao kingdom

from the view of the formation of the ruling class and its relations with

the outer world｡

　　

Firstly, the kingdom was established by joint politicalpartnership

between Meng family and ａ local power. The powerful ruling class of

the Dali 大理basin, at the centralarea of the kingdom, played an important

part in this partnership. The alliance between the Meng family and the

local power was made possible mainly because of the increasingly tense

relationshipbetween Tang and Tufan 吐蕃during the 8th century. Yunnan

played the role of buffer zone between the tｗｏ｡

　　

Secondly, Tang's rapid eχpansion into Yunnan, which brought about

the resistance of the Nanzhao kingdom, had ａ great deal to do with the

recapture of the fortress of Anrong安戎城as a strong counter-measure

-
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